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１．平戸市都市計画マスタープランについて 

（１）都市計画マスタープランとは 

 都市計画とは、農林漁業との健全な調和を図りながら、人々が健康で文化的な都市生活と機

能的な都市活動を実現するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を行うことができ

るように定める制度であり、都市計画法に基づいて定められます。 
 都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に定められた「市町村の都市計画に関
する基本的な方針」と位置づけられており、市町村が概ね 20 年後の将来像を見据え、都市づ
くりの課題に対応しつつ市民の意見を反映させながら将来像の実現に向けた方針を定めるもの

です。 
 平戸市都市計画マスタープランは、上位計画である「平戸市総合計画」に即しながら、都市

計画に関する事項について、本市の各種関連計画との整合を保ちながら定めます。 

（２）都市計画マスタープランの役割 

都市計画マスタープランの役割は、次の四つに整理することができます。 
 

①将来、実現すべき具体的な都市像を示し、市民・事業者・行政などが共有する、都市づ

くりの基本理念と基本目標を設定します 
②市が定める都市計画の決定や変更の際の根拠・指針となります 
③土地利用、道路・上下水道・公園等の都市施設の整備、市街地の整備など、個別計画の

相互関係を調整し、総合的かつ一体的な都市づくりの方針となります 
④市民・事業者・行政などが、都市づくりの課題や方向性について合意することにより、

個々の事業への理解・協力を促します 

 

（３）平戸市都市計画マスタープラン策定の必要性 

 平成 11年に平戸市都市計画マスタープランが策定されてから 14年が経過しており、この間、
次のように都市を取り巻く状況が大きく変化したことから、改めて都市計画の課題を整理し、

新しい将来都市像や目標、方針を設定する必要があります。 
 

①市町村合併により新平戸市の都市計画の基本方針の策定が必要となった 
②平戸市総合計画の策定や関連計画の策定、国や県の都市計画制度の変更などとの整合を

図ることが必要となった 
③都市計画法の改正および景観法の制定等新たな法整備に対応することが必要となった 
④少子高齢化の進展や地球温暖化等の環境問題などの都市を取り巻く社会・経済状況の大

きな変化に対応した都市計画の方針が必要となった 
⑤東日本大震災の経験を踏まえ、災害に強く安全・安心な都市づくりに対応することがよ

り強く求められるようになった 
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（５）対象範囲と目標年次 

①対象範囲 

 平戸市都市計画マスタープランは、平戸都市計画区域および田平都市計画区域を対象に策定

しますが、市街地のみならず、農地、森林、自然環境などの土地利用のあり方を広域的かつ総

合的に検討を進めることが重要であることから、必要に応じて本市の行政区域全体を対象に検

討を行います。 
 なお、江迎都市計画区域は、平戸市田平町南部地域と佐世保市の江迎町地域と鹿町町地域に

またがって指定されており、中心市街地が江迎町地域に位置することや、交通体系や生活圏な

どから見て江迎町地域と鹿町町地域との一体性が認められることなどを踏まえて、都市づくり

に関しては佐世保市地域を含めた中で検討を行うべきとの判断から、今回の都市計画マスター

プランにおいては行政区域全体としての検討の範囲にとどめています。 
 
都市計画区域位置図 
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②目標年次 

 本マスタープランの目標年次は、これから約 20年後の平成 45年とします。 
   ○計画の基準年次：平成 25年（2013年） 
   ○計画の目標年次：平成 45年（2033年） 
 なお、都市計画マスタープランは、社会・経済情勢や環境の変化、市民意識の変化、都市づ

くりの進捗状況などに的確に対応していくため、必要に応じて見直しを図ります。 

（６）都市計画マスタープランの位置づけと策定体制 

 都市計画マスタープランは、次に示すような関連計画や策定組織との関係のもとに検討を行

いました。 
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２．平戸市都市づくりの主要課題 

２－１ 本市を取り巻く社会・経済状況の変化 

 前回都市計画マスタープラン策定後、社会・経済の情勢は大きく変化し、さまざまな意味に

おいて転換期にあるといえます。都市づくりは、このような時代の変化に的確に対応していく

必要があります。 
 

○人口減少社会、少子・高齢社会への突入 

・人口の拡大を前提としたこれまでのさまざ

まな仕組みは時代に合わなくなっています 
・地域社会の仕組み、あり方も年齢層の変化

に対応していくことが必要となっています 

→ 

 

○大都市と地方の格差の拡大と地方分権化 

・大都市圏に人口、産業、情報などの集中が

続き、地方との格差が拡大しています 
・地方の自主性を高め自立した地域形成に向

けた地方分権改革が進められています 

→ 

 

○防災意識の高まり 

・東日本大震災の経験を踏まえ防災への意識

が大変強くなっています 
・ハード面、ソフト面のバランスの取れた防

災活動を持続的に行っていくことの重要性

が意識されています 

→ 

 

○低炭素社会の構築と自然エネルギーの利用 

・地球温暖化への対応や限りある資源の有効

活用など、環境負荷が少ない社会の構築が

重要となっています 
→ 

 

○経済の低成長時代とグローバル化の進展 

・経済成長が見込めず、同時に地球レベルで

の経済競争に対応していくことが必要とな

っています 
→ 

 

○情報化社会の進展 

・情報通信技術（ＩＣＴ）の急速な普及、高

度化は生活、生産その他あらゆる分野に影

響を及ぼしています 
・通信環境格差や利用する人としない人との

格差など情報デバイドが問題となっていま

す 

→ 

（変化を踏まえた展望） 

・都市づくりにおいてこれまでに蓄積され

てきた資源や施設の有効活用と適切な管

理の必要性 

・子育て世代や高齢者が暮らしやすい環境

づくり 

 

・バランスの取れた地域形成や国土の保全 

・地域資源を活用して地産地消など地域の

自給力を高め、自立した地域主体の社会

構築 

 

・災害に強い地域づくりに向けた総合的な

対策 

・住民が安心して暮らせる地域を形成する

ことや行政だけに頼らない地域社会の防

災機能の充実 

 

・国、地方、地域の各レベルでエネルギー

の地産地消や車に過度に依存しない社会

づくりなどの取り組み 

 

・地域資源や特性を活用した自立した地

域経済の確立 

・東アジア地域との経済・文化等の多面的

な国際交流の推進 

 

・あらゆる分野におけるＩＣＴの利活用推

進と情報通信基盤の整備 

・ＩＣＴによる雇用の創出、新たな産業の

展開、CO2 削減など幅広い分野におけ

る効果への期待 
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■土地利用の基本方針 

２－２ 平戸市の将来の方向 

①平戸市総合計画（平成 20年策定） 

 本市では、平成 17 年 10 月に 1 市 2 町 1 村の合併により新生「平戸市」が誕生しました。
人口の減少や厳しい財政状況、地域コミュニティ意識の希薄化などによる地域活力の低下など

の問題や課題を踏まえ、総合的かつ計画的・効率的な行政経営を行うため中長期的な展望に立

ち、平成 20 年から 10 年間の市政運営の指針である「平戸市総合計画（基本構想・基本計
画）」を策定しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 まちの将来像の実現に向けては、『海としま・大地の恵みを活かした産業をはぐくむまち』、

『豊かな自然と歴史文化が新たな出会いを生みだす交流のまち』、『ともに支えあい安心して暮

らせる共生のまち』の三つをまちづくりの方向性としています。 
 また、まちづくりの指標として、目標年次を平成 29年、目標人口を 33,333人と設定し、土
地利用の基本方針として次の三つを定めています。 
 
 

 

１ 自然環境の保全 
 自然との共生と環境への負荷を配慮しながら、緑を活かした快適

なゆとりある地域空間の創造に努めるとともに、本市の環境と景

観の存立基盤である森林や海岸線の保全に努める 

２ 地域特性を活かした 
    土地の有効利用 

 歴史資源や街並み、景観、集落地の保存に努めるとともに、自

然・歴史・文化の持つ特性を相互に連携・融合することにより、

郷土への愛着や誇りを持つことができる本市の魅力づくりに努め

る 

３ 安心して暮らすことが 
   できる土地利用 

 自然災害の防止や自然環境との共生を図りながら、市民生活の安

全を守り、快適でゆとりある居住空間の確保に努める 

 

■基本理念 

「平戸ならでは」の特色あるまちづくりを進め、世界の中で平戸にしかないという魅

力的なまちを実現するため、平戸流の戦略（協働）を掲げ、すべての人の英知と個性を

結集し、市民と行政が一体となって、大きな変革の時と決意を新たに『やらんば！平

戸』を合言葉としてまちづくりに挑みます。 

■まちの将来像 

『ひと（HITO）響き合う宝島平戸』 
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②長崎県総合計画（平成 23年策定） 

 「長崎県総合計画」では、「人が輝く、産業が輝く、地域が輝く長崎県づくり」を基本理念

とし、10 年後のあるべき姿を見据えつつ、平成 23 年度から平成 27 年度まで 5 年間の県政の
基本的な方向性を示しています。 
 この中で、長崎県の特徴を活かした長崎ならではの戦略的、政策横断的な取組の 1 つとして、
「しまは日本の宝･･･しまの多様性を活かす」戦略プロジェクトが挙げられています。 
 
<< 「しまは日本の宝」戦略プロジェクトの目標と基本方針 >> 

目  標 ○安心な暮らし・雇用の拡大を図り、離島の自立的発展・人口減少の緩和の実現
を目指す 

基本方針 ○離島の重要性の発信、自立的発展の基礎となる不利条件の解消 
○医療等の確保による生活の安定と離島の特性に応じた産業の活性化 
○しまの持つ多様性を活かした他地域をリードする取組み 

 

③都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成16年策定） 

 平戸、田平の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針では、「豊かな自然と都市とが、共

生した暮らしやすい環境づくり」を県北地域全体のまちづくりの目標とし、区域ごとに次のよ

うな基本理念、地区ごとの市街地像を目指すこととしています。 
 

都市計画

区域 都市づくりの基本理念 地区毎の市街地像 

平戸 

都市計画

区域 

（位置づけ）佐世保や松浦ととも

に、今後の県北地域の発展を牽引

する役割を持った都市計画区域 
 

・海の玄関口として、港を中心とし

た賑わいのある都市づくり 

・歴史的文化遺産を守り、活用した

情趣あふれる都市づくり 
・豊かな自然環境に配慮し、これと

調和した生活しやすい都市づくり 

ａ．平戸港周辺地区 

 県北地域北部の中心的な商業・業務の拠点として

位置づけ、利便性の高い市街地形成を図る。ま

た、平戸城などの歴史的文化遺産が数多く残され

ている地区でもあるため、観光の拠点としても位

置づけ、観光客にとって魅力ある市街地形成を図

る。 
ｂ．津吉地区 

 住民の日常生活を支える生活交流の拠点として、

周辺環境と調和した市街地形成を図る。 

田平 

都市計画

区域 

・農・漁業の資源を活かした、活力

あふれる都市づくり 
・美しい海や山に囲まれて定住でき

る、魅力ある都市づくり 
・豊かな自然環境や歴史遺産を守

り、活用する都市づくり 

ａ．松浦鉄道たびら平戸口駅～田平港周辺地区 

 住民の日常生活を支える生活交流の拠点として、

魅力ある市街地形成を図る。 
ｂ．田平公園周辺地区 

 自然・レクリエーションの拠点として位置づけ、

憩いの場として、また、美しい自然景観を眺望で

きる場としての空間形成を図る。 
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２－３ 平戸市の基本課題 

①人口減少、超高齢社会への対応 

 本市では長期にわたって人口の減

少傾向が続き、特に平成 17 年以降
は高齢化を伴いながら人口減少幅が

拡大しています。その背景には、本

市がおかれた地理的、社会的に不利

な条件から産業立地や交流機会など

が相対的に少なく、生産年齢人口層

を中心に就業・就学の機会を求めて

市外、県外へ転出する傾向に歯止め

がかからないことがあります。また、

生産年齢人口の転出は、幼年人口を

伴うことが多くこれが少子化（年少人口の減少）を招く要因にもなっています。 
 今後この傾向が続くと、生産年齢人口と高齢人口が同数に近くなることやさらなる幼年人口

の減少などが予測され、少子高齢化の深刻化、ひいては地域の活力が大きく損なわれていく恐

れがあります。 
 このため、幅広い年齢層が働くことができる就業の場を確保することや、生活環境の質を高

めることによる幅広い世代にとっての良好な定住環境を提供すること、また、子育て世代や高

齢者が安心して生活することができる日常生活サービスの充実など総合的な取り組みによって

人口活力の回復を図ることが必要です。 
 

②地域の資源を活用した幅広い産業の育成 

 本市の産業は、農業、漁業などの第一次産業およ

び観光が柱となっていますが、それぞれ生産者の高

齢化や消費者ニーズの変化による宿泊客の減少など

取り巻く環境は厳しさを増しています。 
 また、製造業は不利な立地条件や景気動向の大き

な波から市内の立地工場は食料品製造業など地域資

源の加工工場などにかぎられています。商業につい

ても、衣料品や電化製品、家具など買い回り品と呼

ばれる商品の購買は市外へ流出する傾向にあります。 
 産業は市民の経済活動を支え、市民に働く場を提

供するものであり、その活性化は活気ある都市づく

りにとって大変重要です。 
 このため、不利な条件を克服するためのインフラ

の整備や企業誘致への取り組みはもちろんですが、

地域内で「ヒト、モノ、カネ」が循環する仕組みを

形成することや、地域固有の資源から付加価値の高

5.7%
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い「商品」をつくることにより資金が還流す

る仕組みを形成していくことが必要です。 
 また、若者がその担い手として取り組み、

地域に定着していくことがひとつのポイント

になると考えられます。このため、若者が活

躍する場の提供だけではなく、新しい生活様

式を実現できる生活環境づくりなど、総合的

な対応が必要です。 
 
 

③固有の自然、歴史遺産、文化などの資源の保全と活用 

 変化に富んだリアス式の海岸線、豊かな緑、平戸城やキリスト教関連遺産、歴史と生活に培

われた文化などは本市固有の資源であり、農林漁業生産や観光資源として本市を特徴づけてい

ます。しかし、人口の減少や高齢化、第一次産業の低迷などから空き地や空き家が増加し、耕

作放棄地や手入れが行き届かない山林が拡がっています。 
 本市固有の資源は、次世代に継承していく貴重な資産であり、また、産業活性化の種でもあ

ります。 
 このため、資源の保全を図るとともにこれを活用した第一次産業の 6 次産業化、観光資源と
しての周辺整備や PR、イベントなど、資源の特性に応じたハード、ソフト面の｢管理｣を図る
必要があります。 
 
 

81.2

64.1

56.8

41.5
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18.6

9.5

18.7

37.1

33.5

40.8

5.0
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3.3
0.9
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生鮮食料品

日用雑貨品

文化品

家庭用電化製品

身の回り品

衣料品

平戸市 佐世保市 佐々町 通信販売 その他

品目別買物動向（平戸市）　　H21県消費者購買実態調査
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27.7

26.8

24.0

15.3

9.1

6.7

2.0

0 10 20 30 40 50 60

今後のまちなみ・景観に重要なこと (%)

平戸固有の歴史文化を活かした
景観づくり

賑わいのある商業地の景観づくり

街並み・景観への市民意識を高め市民
と行政の協働の体制づくり

海岸や漁港などの海沿いの景観づくり

美しい棚田や石垣が見られる
田園・集落景観づくり

屋外広告物や案内サインなどの
デザイン整備による景観づくり

魅力的な住宅地の景観づくり

その他
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④各生活圏域における基礎的サービスの持続的維持 

 地形的な特性から本市の市街地や集落地は、主として変化に富んだ海岸線の入り江に分散的

に形成されています。また、人口の減少や高齢化や公共公益施設の統廃合などをはじめ、従来

からの地域コミュニティの基盤が脆弱になっている面も否めません。 
 各市街地や集落地は、生活の場であり同時に農業や漁業等の生産の場でもあり、それぞれの

特徴を踏まえながら住民が自ら住む地域に誇りと愛着を持ち、生活の充実感や安心感が得られ

る地域社会の実現を図る必要があります。 
 このため、生活サービスや地域づくりのひとまとまり（単位）を目安として、基礎的サービ

スの持続・充実を図っていく必要があります。 
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表　中学校区別の公共公益施設の分布 平成24年8月現在

平戸
中野･
川内

紐差･
獅子

津吉･
中津良

志々伎
･野子

度島 大島 生月 田平 平戸市

市機関(件) 1 - 1 1 - - 1 2 1 7

国機関(件) 8 - - - - - - - 1 9

県機関(件) - - - - - - - - 3 3

消防(件) 2 - - 1 - - 1 1 1 6

警察(件) 2 1 2 1 1 - 1 2 3 13

郵便局(件) 3 1 5 4 2 1 2 3 3 24

文化施設(件) 6 - 1 - - - - 1 1 9

病院(件) 3 - 1 - - - - 1 3 8

診療所(件) 3 1 - 1 - 1 2 1 2 11

歯科(件) 6 - - 3 - - 1 3 3 16

老人福祉(件) 7 - 5 5 - - 2 7 9 35

障害者福祉(件) 4 - 2 1 1 - 2 1 7 18

児童福祉(件) 6 1 5 4 3 2 1 11 4 37

小学校(件) 2 1 2 3 2 1 1 2 3 17

中学校(件) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

高等学校(件) 1 - 1 - - - - - 1 3

55 6 26 25 10 6 15 36 46 225
資料：平戸市

教
育

総　　計(件)

行
政
・
安
全
な
ど

医
療

福
祉
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⑤市民自らの取り組みによる都市づくり 

 平戸市総合計画においては、共通の施策目標の一つとして『参画と連携による自立した地域

の確立』を掲げています。これは行政だけでは高度化・多様化した施策課題を解決していくこ

とが困難になっており、市民の知恵や行動力を活かし、行政とともにまちづくりを推進する仕

組み・制度のあり方を検討していく必要性があることを背景としています。 
 都市づくりにおいても、住民が身近な地域の問題や課題を発見、共有、発信し、その解決に

むけて住民が主体となって取り組んでいくこと、行政はそうした取り組みとの連携・支援によ

って、住みやすい生活環境が実現していくと考えられます。 
 このため、住民や自治会組織等に加え、各産業団体・組織、NPO、ボランティア団体など多
様な主体の都市づくりへの積極的な参加や活動の促進に向けて、行政として情報提供や人材の

派遣、協働の仕組みづくり、参加機会の提供など支援施策の充実を図る必要があります。 
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)

身近な地区のまちづくり活動に
参加したい

行政が行うまちづくりにインターネットや
アンケート等によって意見を述べたい

市全体のまちづくりに参加したい

具体的なテーマのまちづくりに
参加したい

まちづくりに参加したいとは思わない

行政が行うまちづくりの説明会や
学習会に参加したい

その他

30.0

26.0

23.5

23.2

16.7

16.3

14.5

5.3

5.2

2.7

0 5 10 15 20 25 30 35

高齢者が安心して暮らせるまちづくり

食や農産物,特産品によるまちおこし

清掃や美化活動

観光活性化のまちづくり

お祭りや伝統芸能の保存活動

健康・スポーツ振興のまちづくり

自然環境の保全活動

都市住民との地域交流

自治防災のまちづくり

その他

参加したいまちづくりの対象 (%)
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２－４ 分野別の課題 

（１）土地利用の課題 

（良好な自然資源の保全） 

・本市の大きな魅力資源である森林や海岸線など自然資源について、その特性を踏まえながら

保全を図る必要があります。 
・本市固有の自然資源、歴史資源や街並み、景観について、各資源の防災、観光振興、生活環

境整備など多様な働き、特性を踏まえながら、保全・整備を進める必要があります。 

（機能的な都市的土地利用の実現） 

・市街地を中心とした都市的土地利用が集中している地域においては、それぞれの機能が効率

よく、また相互に調和した利用が行われるよう、適切な誘導、規制を行う必要があります。 

（土地の荒廃化の防止） 

・耕作放棄地や管理が不十分な山林、空き家、空き地の増加などの土地の荒廃化に対して、人

口減少や高齢化などの背景を踏まえながら、土地の有効活用、荒廃化の防止に向けた対策が

必要です。 
・中心市街地においても人口減少の影響などにより空き地、空き家が発生しており、土地の有

効活用に向けた対策が必要です。 

（災害に対する安全性の確保） 

・市民生活の基礎的条件として、自然災害に対する安全性を高めていく必要があります。 
・密集した市街地は、火災防止や居住環境の確保などの観点から対策を講ずる必要があります。 

（生活環境の整備改善） 

・市街地や集落地における生活道路や遊び場の不足、老朽化した家屋や密集状況に対して、日

常の生活環境の向上のため、地区の特性を踏まえながら整備・改善を行う必要があります。 

（都市計画区域等の適切な見直し） 

・合併に伴い都市計画区域指定の条件である「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保

全する必要がある区域」に照らして、適切な区域設定に向けた検討が必要です。 
 

（参考）都市計画区域指定状況 

名称 当初指定 
年月日 

最終指定 
年月日 面積(ha) H17人口

（千人） 備考 

平戸 
都市計画区域 S31.1.1 S50.12.16 1,427 11.8 用途指定あり 

津吉地区に飛び地指定 
田平 
都市計画区域 S62.7.3 S62.7.3 630 4.3 用途指定なし 

S25.3.31 S26.4.9 680 1.0 〃(平戸市範囲） 
江迎 
都市計画区域 江迎都市計画区域は、旧田平町（現平戸市）の一部、旧江迎町（現佐世保市）

の全域、旧鹿町町（現佐世保市）の一部に指定され、区域全体面積は 5,343ha
である 
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今後の農地・山林のあり方
(%)

大切な資源としての農地や山林を
積極的に保全し、現状を維持する

地域活性化のための開発は必要で
あり、農地や山林の減少はある程

度はやむをえない

開発による農地や山林の減少はな
るべく抑える

ボランティア活動などにより、農地や
山林の活用や維持、保全を図る

その他

36.7
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4.1
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2.0
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今後望む住宅地 (%)

防災性・安全性に優れた道路幅に
ゆとりのある住宅地

お店や働く場所が近くにある住宅地

緑豊かで落ち着いた街並みの
住宅地

住宅と住宅以外の建物が
混在しない住宅地

これまでの道路幅で
敷地にゆとりのある住宅地

建ぺい率や容積率が緩和された
床面積にゆとりのある住宅地

その他

48.6

22.9

20.1
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今後望む商業環境 (%)

身近に買い物や交流ができる
ように商店の活性化等を行う

幹線道路沿道へ立地誘導・充実を
図り商業環境を活性化させる

商業の中心拠点として城下旧町商
店街の活性化を図る

その他

46.4

21.3

15.0

9.9

2.1
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今後の工業のあり方 (%)

雇用機会増大のための企業誘致の
推進や工業団地の活性化を図る

水産加工等の地場産業を支える
施設整備を充実する

工場内緑化や建物の美観維持、公害
防止等周辺環境との調和を推進する

道路や港湾施設などの流通
ネットワークの整備を促進する

その他

31.4

19.1

17.9

9.6

9.1

2.0
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今後の土地利用や建物の建築制限について (%)

建物の不燃化や耐震性の向上など
まちの安全・安心のため最低限の

制限を行うべきである

豊かな自然環境や良好な居住環境
を守るため、土地利用や建築につ
いて積極的に規制すべきである

地域関係者の合意形成により、
独自の計画や協定を結んで

地域の環境などを守るべきである

特に問題はない

土地や建物は私有財産であるため
個人の意思を尊重し、
制限を行うべきでない

その他
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（２）交通体系整備にかかる課題 

（広域的な交通体系の充実） 

・高速自動車道ネットワークへのアクセス確

保は、本市の活性化、産業、観光の振興、

ひいては県全体のバランスの取れた発展の

ために重要な課題です。 
・西九州自動車道の整備やこれに接続する道

路整備の促進により、広域的な道路ネット

ワークの形成を図る必要があります。 

（市内の交通体系の充実） 

・市全体のバランスの取れた地域構成、各地

域への円滑な生活サービスの確保などのた

め、平戸地域と中部地域、南部地域を結ぶ

基幹的な交通網の形成、およびこれを補完

し生活圏内の各集落地を結ぶ地域内ネット

ワークの形成を図る必要があります。 
・市内の道路のうち、複雑な海岸線に沿って

走る路線ではカーブが多く道路幅員が狭い

箇所があり、地域間を結ぶ幹線の未整備路

線、安全施設の未整備などの問題があり、

道路網の計画的かつ効率的な整備が必要で

す。 

（市街地内道路や生活道路の整備） 

・人口の高齢化を踏まえて過度に自動車に依存しない、歩いて暮らせる道路空間を形成する必

要があります。 
・市街地や集落地内における狭あい道路の改善、ユニバーサルデザインに基づく歩道の確保や

段差の解消など、身近な生活道路の安全性、利用のしやすさの向上を図る必要があります。 
・中心市街地においては、市民が集い観光客が落ち着いて憩うことが出来る回遊空間づくりに

向けて、歩道の整備、交通規制、駐車場整備など総合的な対応を図る必要があります。 

（港湾・漁港の整備） 

・平戸港、川内港、前津吉港、その他の港湾や漁港について、漁業経営の活性化、市民の生

活・生産を支える機能の向上に向けた整備、改善が必要です。 

（公共交通の確保） 

・低炭素社会の構築や高齢社会への対応を図るため、公共交通ネットワーク（バス、鉄道、船

舶）の再構築を図る必要があります。 
・離島の市民生活を支える船舶について、航路維持と利便性の向上が必要です。 

26.4
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駐車場間にシャトルバスを運行する

その他
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市街地・集落内における
狭い道路の改善

歩道の確保や段差の解消など
バリアフリーの道路整備

市街地内の街路樹や歩道の舗装な
どに配慮した景観の美しい道路整備

市内の各地域を結ぶ幹線道路
の整備

その他
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（３）市街地・住環境にかかる課題 

（中心市街地の整備） 

・中心市街地において、観光客にとっての魅力

と賑わいのある市街地環境と、市民生活の場

としての居住環境との調和を図る必要があり

ます。 
・アンケート調査では、中心市街地において駐

車場、商業施設、観光施設の順で整備の必要

性が高い結果になっており、これらを踏まえ

て、観光客の受け皿としての中心市街地の適

切な整備が必要です。 
・高齢者や親子連れでも安心して利用できる商

業空間を形成し、観光客に親しまれ、かつ地

域社会に密着した賑わいのある商店街づくり

が必要です。 

（市街地・集落地の整備） 

・老朽木造建物が密集した市街地や農漁村集落地について、建物の耐震化・不燃化の促進や密

集市街地の改善、狭あい道路の整備などにより居住環境の向上を図る必要があります。 
・あわせて、特徴あるたたずまいをみせる集落地について防災性能を高めながら良好な集落地

景観等を保全していく必要があります。 

（公営住宅の活用） 

・低所得者等への公平かつ的確な住宅の支援、子育て世代に向けた住宅の確保、高齢単身者等

が安心できる住宅の供給など、本市のさまざまな課題に対して戦略的な公営住宅の活用を検

討する必要があります。 
・高齢者や障害者等に配慮してユニバーサルデザインの考えを取り入れた対策、老朽化の著し

い市営住宅の建て替えや改善など、既存の公営住宅について時代の要請に即した供給のあり

方を検討する必要があります。 
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（４）自然環境の保全、景観形成、公園・緑地の課題 

（自然環境の保全） 

・海域、海岸線、起伏が多い地形、棚田などは本市の特徴となっています。自然環境や田園環

境については、本市の個性と魅力の資源としてその保全を図り、将来へ継承していくことが

重要です。 
・近年増加している耕作放棄地や間伐等人の手の入らない放置山林など自然資源の荒廃化に対

しては、その対策を講ずることが求められています。同時に水資源に乏しい本市にあっては、

貴重な水資源として水源涵養機能を有する山林を保全していく必要があります。 

（景観の形成） 

・平戸市景観計画に定められた重点景観計画区域、景観重要公共施設等の整備・保全の方針に

沿って、良好な景観の保全、形成を図る必要があります。 
・幹線道路沿いや中心市街地における屋外広告物について、今後の自主条例制定を視野に入れ

たきめ細やかな規制誘導を検討することが必要です。 
・良質な景観の形成には市民の積極的かつ日常的な取り組みが必要であり、その受け皿となる

協働の体制づくりが必要です。 

（公園・緑地の整備） 

・アンケート調査においては公園に対する不満が高く、日常的な憩いの場や家族連れに対応で

きる公園など、利用ニーズに対応した公園や広場の充実が必要です。 
・自然公園や都市公園、史跡などの利用を促進していくため、観光の拠点や住民のレクリエー

ション拠点としての有効活用を図る必要があります。 
・市街地や集落地における空き地を公園・広場として整備するなど、地域住民や観光客の憩い

の場、防災活動の拠点となる空間を確保する必要があります。 
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（５）地域防災にかかる課題 

（総合的な防災の必要性） 

・防災については「平戸市地域防災計

画」に基づく総合的な防災対策が基本

ですが、災害がいつ発生するかは予測

ができないため、平常時からソフト、

ハードを組み合わせた備えが必要です。 
・急傾斜地や河川等の災害危険箇所など

本市特有の災害に対する防災対策が必

要です。 
・災害発生箇所への緊急輸送を確保する

ための道路や避難場所等への避難路確

保の視点からの道路の位置づけとその

整備が必要です。 

（市街地の改善） 

・人口減少や高齢化の影響等による空き家が増加する恐れがあり、景観や防犯はもとより防災

上の観点からもその対策を検討する必要があります。 
・老朽密集市街地について安全・安心の都市づくりという観点から、耐震化、不燃化、狭あい

道路の改善等の対策を検討する必要があります。 

（６）その他の都市施設の課題 

（下水道・排水処理） 

・本市では公共下水道の整備は行われていませんが、新しい生活様式に対応した生活環境の確

保に向けて生活排水対策が必要です。 
・この際、地形条件や密度が低い形態の土地利用に対応した適切な生活排水対策を講ずる必要

があります。 

（上水道） 

・安全・安心な水道水を安定して供給するための水資源の確保や給水施設の整備・保全が必要

です。 
・あわせて、本市にとっての貴重な水資源を涵養する山林（水源涵養林）を保全・管理してい

く必要があります。 

（河川・都市下水路） 

・都市内河川は、河川、水路のほか、都市下水路により雨水排水処理が行われていますが、河

川、水路は改修が遅れている箇所もあり、水害対策や都市景観の向上を図るため改修を図る

必要があります。 
・都市計画区域内には 7 箇所（平戸 6、田平 1）の都市下水路が計画決定され、うち約 80%が
整備済となっていますが、決定箇所以外にも雨水排水処理が必要な地区があり、計画的な整

備が必要です。 
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（７）その他の都市づくりの課題 

（産業の振興・観光の振興） 

・第一次産業は、就業者の高齢化や市場の低迷によって不振が続いていますが、本市の基幹産

業のひとつとしてその再生を図ることが地域経済や雇用の場の確保にとって重要な課題です。

このため、安全で質の高い｢商品｣生産を行うことや、加工、流通、販売まで一貫した流れを

内製化した 6 次産業への展開、グリーンツーリズムや体験型観光との連携などさまざまな取
り組みを通した活性化が必要です。 

・長崎自動車道、西九州自動車道建設の進

捗に伴い、宿泊型から日帰り型への構造

変化が大きく進んでおり、これに対応し

た観光地形成に努める必要があります。

また、観光のスタイルが従来の団体型か

ら小グループ化、遊覧型から体験型化な

ど、大きく変化、多様化しており、これ

に十分対応できるような受け入れ側の対

策が必要です。 
・観光客が、再び訪れたくなるような魅力

ある観光地づくりに向けて、施設整備だ

けではない地域ぐるみの取り組みやおも

てなしの気持ちの共有などを図る必要が

あります。 
・｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣の世界遺産登録を目指した取り組み、田平教会の周辺

施設整備、和蘭商館跡や鄭成功居宅跡などヨーロッパや中国などとの深い関わりがある史跡

の整備など、広域的な連携や統一したテーマによる観光地づくりが必要です。 
・中心市街地では「街並み環境整備事業」により良質な市街地形成が進められており、今後は

事業の着実な推進とこれを活かした情報発信、回遊空間形成に向けた交通システムなど、事

業の効果を波及させる取り組みが必要です。 

（地域生活環境づくり） 

・市内の地域格差の是正や地域生活

環境の維持・持続に向けて、圏域

単位・地域単位の地域振興策の検

討や地域間のバランスを考慮した

生活環境整備が必要です。 
・人口減少傾向のもと公共公益施設

の統廃合等が進むなか、公民館・

学校・公園等の地域コミュニティ

施設の機能の確保や複合化による

効率的活用など、それぞれの地域

特性に対応した対策が必要です。 
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・人口の高齢化などによる患者の増加や高度医療の需要増加など、医療におけるニーズが質、

量ともに大きくなっており、これに適切に対応することが求められています。また、離島地

域や医療施設へのアクセスが不便な地域など本市固有の課題に対して、医療体制、救急医療

体制の充実を図る必要があります。 
・高齢者・障害者の福祉や子育て世代に対する支援など、暮らしやすく安心できる生活環境づ

くりに向けてきめ細かい対策が必要です。 

（ＩＣＴ環境の整備） 

・長崎県は、超高速ブロードバンド（光ファイバー、ケーブルネットワーク）の世帯カバー率

が他の都道府県よりも低位（全国：95.1%、長崎県：78.6%、平戸市：未整備 H23 現在）
にあり、生活基盤のひとつとして通信環境の整備が必要です。 

（エネルギーの地産地消） 

・地域の自立に向けて、ヒト、モノ、資金が地域から大都市へ流出する現状を、さまざまな工

夫により自給力を高め、地域内で循環する仕組みを創造していくことが必要です。 
・限られた資源を大切に利用して低炭素型社会を実現していくためにクリーンな再生可能エネ

ルギーを活用した社会システムの変革が求められています。 
・恵まれた自然環境を活かして太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる地域内循環と自

立を目指していく必要があります。  
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３．全体構想 

３－１ 都市づくりの基本理念 

（１）基本的考え方 

 本市および長崎県では、離島や半島を多く抱えるという地理的条件から全国平均を大きく上

回る水準で人口流出傾向が続いており、今後、超高齢化を伴いながらさらに人口の減少が見込

まれるという状況にあります。 
 また、地域の経済活動を支え雇用の場を提供していく産業面では、本市は、第一次産業およ

び観光に特化していますが、就業者の高齢化や観光客の行動パターンの変化などから活力が失

われる傾向にあります。全国レベルにおいても人口が減少に転じたことや製造業の海外移転、

大都市と地方との格差の拡大など、本市を取り巻く社会・経済環境は大きく変動しています。 
 こうしたなか、本市の活性化に向けては、高速交通体系整備や企業誘致など従来型の対策に

頼ることには限界があり、持続する地域、自立した地域の形成のためには、従来とは異なる視

点による活性化対策が必要と考えられます。 
 たとえば、自然資源、歴史・文化資源、人的資源など地域固有の資源を活かして自らの工夫

による「事業の創造」に活路を見出すことや、地域内でヒト、モノ、資金、エネルギーが循環

できる仕組みによって地域の自立を図ること、若者が主役の地域づくりに可能性を見出すこと、

財政の制約下、市民・地域・行政の総合力による都市づくりを図ることなど、地域の資源を積

極的に活用し、また多様な世代の主体的参加の視点による都市づくり、地域づくりが必要と考

えられます。 
 将来に向けた都市づくりを考えるうえでは、このような変化の動向や本市が置かれた条件、

また、地域活性化の課題の解決を念頭に置いた方向づけを考慮していくことが必要です。 
 

（２）都市づくりの基本理念 

 以上を踏まえ、本市の都市づくりの基本理念を次のように設定します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ●平戸市の活性化を牽引する役割を担う都市づくり 

 ●自然、歴史、文化、魅力の資源を将来に継承する都市づくり 

 ●インフラの整備による質の高い暮らしを実現する都市づくり 

 ●市民の主体的な参画による都市づくり 

 
※インフラ：道路、公園等の公共施設、ＩＣＴ（情報通信技術）基盤、再生可能エネル

ギーの活用のほか、都市づくり制度などソフト面も含む総称 
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３－２ 都市の将来像 

（１）都市の将来像 

 全ての世代が安心して生活できる暮らしやすさや産業の活性化による活気と賑わい、また、

市民がお互いに支えあいながら持続していく地域社会の構築を目指して、20 年後に向けた将
来像を次のように定めます。 

    『暮らしやすさと活力に満ちた 支えあいによる自立都市』 

 
 

暮らしやすさ 
○豊かな自然と歴史・文化や暮らしやすい環境に囲まれた生活 
○一人ひとりが 10年後、20年後の幸せな未来を展望できる暮らし 

活力 

○地域の自然、歴史・文化に培われた技・知恵を活かした平戸にしか

ない産業・仕事の創造 
○市民・来訪者が平戸の「まち」の雰囲気を求めて集い、にぎわいと

楽しさを感じるまち 

支えあい 
○支えあい、助けあいによる持続する地域社会 
○市民一人ひとりが主役を自覚して、お互いに手を携えた都市づくり 

自立都市 ○地域への愛着と自信に裏づけられた自立する都市 
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（２）将来人口フレーム 

 本市の人口構造を年齢階層別の変動によって見ると、10 歳～19 歳の階層で進学・就職のた
め大きく流出し、20 歳代でいったんＵターンによる回復をみせますが、25 歳以上は実数はす
くないものの減少する階層が続き、これが 0 歳から 15 歳までの減少をもたらしているという
特性が認められます。つまり、ファミリー層が雇用の場を求めるなどして転出していくことが、

全体的な人口活力を低下させていると考えられます。そして、このような傾向が続いた場合、

平成 45年には 2万人近くまで減少する恐れがあります。 
 将来人口フレームの検討においては、過去 20 年間の年齢階層別の変動パターンをもとにコ
ーホート要因法による算定を行ったうえ、今後、雇用の場の確保、子育て環境の改善、住宅や

生活環境の改善などを積極的かつ総合的に展開する目標人口として平成 45 年に 2 万 5 千人と
設定します。 
 なお、目標年次においては、世帯数は約 1 万 1千世帯で平成 22 年から 1 千 8 百世帯の減少、
高齢化率は平成 22年の 33.2%から平成 45年には 42.0%まで上昇すると見込まれます。 
 

○基準年次（平成 22年国勢調査実績） 34,905人 

○中間年次（平成 35年） 30,000人 

○目標年次（平成 45年） 25,000人 
 
   （参考）世帯数・年齢構成の見通し 

平成 22年 平成 35年 平成 45年 
  

基準年次 中間年次 目標年次 
総人口 人 34,905 30,000 25,000 
世帯規模 人/世帯 2.72 2.45 2.25 
世帯数 世帯 12,885 12,245 11,111 
0-14歳 割合 % 12.8 14.4 14.5 
15-64歳 割合 % 54.0 45.7 43.6 
65歳以上 割合 % 33.2 39.9 42.0 
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３－３ 地域構成の方針 

（１）本市の地域構成の特性と基本方針 

 本市の市街地は、旧平戸市街地に平戸城城下町を礎にした中心市街地が形成され、また、田

平地域の松浦鉄道たびら平戸口駅から田平港にかけての地域や生月島の東岸部に、まとまった

都市的土地利用が形成されています。 
 市街地以外における土地利用は、入り組んだ海岸線に沿った入り江に漁港と一体となった大

小規模の集落地が分布し、また、各集落地の背後には棚田状の農地が形成されるというパター

ンとなっています。 
 市街地と集落地または集落地間の連絡は、道路が海岸線まで迫った急斜面に沿った形状が多

く、カーブが多く幅員も十分ではない箇所が多いことから、日常の生活行動や災害時の緊急移

動などに支障が生じている場合もあります。 
 このような基本パターンを踏まえながら、将来の地域構成は、「一定規模の生活圏の範囲で

の日常生活サービスの確保（＝拠点市街地と基礎生活圏）」および「地域間の円滑な交通・交

流を支えるネットワークの形成（＝地域連携軸、生活連携軸）」を実現していくことを基本的

な方針とします。 

（２）拠点市街地、基礎生活圏及び連携軸配置の方針 

 上記の基本的な方針に沿って、拠点市街地、基礎生活圏及び地域連携軸、生活連携軸を次の

通り設定します。 

（拠点市街地と基礎生活圏の配置） 

 位置づけ・役割 対象 

拠点市街地 ・全市を対象とした都市的サービスを提供する

市街地として平戸市街地を位置づけます ・平戸市街地 

基礎生活圏 
・概ね中学校区の範囲を単位として、医療、福

祉、教育、防災、小売商業など、日常的な生

活が一定程度完結できる地域を位置づけます 

・川内･中野圏、紐差･獅子圏、津吉･中

津良圏、志々伎･野子圏、度島圏、大

島圏、生月圏、田平圏 
 

（地域連携軸、生活連携軸の形成） 

 役割・性格 該当路線 

地域連携軸 

・西九州自動車道へのアクセスや市外との連携

機能を担います 
・拠点市街地と基礎生活圏を円滑に結ぶ市内の

動脈として円滑な交通の流れや災害時の主要

避難路、公共交通ルート、観光ルートなど多

様な役割を担います 

・国道 204号、国道 383号、(主)平戸
田平線、同平戸生月線、市道山中紐

差線および(主)平戸田平線（田平工
区） 等 

生活連携軸 

・基礎生活圏内の主要集落地と地域連携軸を結

ぶ役割を担います 
・日常的な市民の生活行動や災害時の防災活動

などを支える役割を担います 

・その他の県道や主な市道、航路 等 
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（３）基礎生活圏の将来の方向 

 拠点市街地および基礎生活圏の将来は次のような方向づけとします。 
 

 特性・課題 将来の方向 

平戸 

・拠点市街地として平戸港を囲む市街地に都市機

能が集積しています 
・拠点として機能的で快適な市街地形成が必要で

す 

・都市機能の高度化、観光をはじめ第三次産

業の集積により、本市の活性化を牽引する

市街地の形成を図ります 

中野・ 
川内 

・農業と食品加工などの製造業が他地域よりも活

発です 
・平戸市街地に隣接し、生活の利便性は比較的高

い特性があります 
・身近な生活環境の充実が必要です 

・平戸市街地との交通利便を高めながら、自

然と生活が調和した安定した地域形成を図

ります 

紐差・ 
獅子 

・農業、漁業の大規模集落地と集落サービス産業

により形成されています 
・日常的な生活サービスは一定水準にあります 
・身近な生活環境の整備や生活サービス機能の維

持が必要です 

・平戸市街地との交通利便を高めながら、日

常生活サービス機能の充実と、暮らしやす

い生活環境の実現を図ります 

津吉・ 
中津良 

・農業、漁業と集落サービス産業により形成され

ています 
・日常的な生活サービスは一定水準にあります 
・身近な生活環境の整備や生活サービス機能の維

持が必要です 

・平戸市街地との交通利便を高めながら、日

常生活サービス機能の充実と、暮らしやす

い生活環境の実現を図ります 

志々伎･

野子 

・主産業である漁業を中心とした地域が形成され

ています 
・医療など生活サービス機能が不十分です 
・基本的な生活サービス機能の充実や身近な生活

環境の向上が必要です 

・漁業生産を支えるため、圏域の利便性や基

本的な生活環境の向上を図ります 

 
度島 

・漁業を中心とした産業が形成されています 
・身近な生活環境の向上や平戸市街地へのアクセ

ス性の向上が必要です 

・海上交通による利便性を高め、安心できる

暮らしの実現を図ります 

大島 

・農業、漁業と集落サービス産業により形成さ

れ、公共公益施設の立地は一定水準にあります 
・平戸市街地へのアクセス性の向上や自立できる

産業への活性化が必要です 

・海上交通による利便性を高めることや農業

や漁業、観光を支える住民の日常的な生活

環境の充実を図ります 

生月 

・農業、漁業のほか製造業や第三次産業も一定の

集積があり、公共公益施設の立地も一定水準に

あります 
・自立した地域形成に向けた活性化が必要です 

・独立した生活圏を構成し、日常サービス機

能は整っており、その充実と産業面の活性

化を図ります 

田平 
・市内では交通利便性が高い地域であり都市的機

能の集積、多様な産業の立地などが見られます 
・都市と農業の調和ある地域形成が必要です 

・平戸市街地に近い人口や産業、都市機能の

集積があり、平戸市街地とともに都市的サ

ービスの拠点形成を図ります 
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（４）市街地構成の基本方向（都市計画区域） 

①基本的考え方 

 都市計画区域においては、本市全体との適切な役割分担のもとに、生活、生産、公共サービ

ス、レクリエーションなどさまざまな機能の充実を図り、全体の活性化を牽引していくことと

します。基本的な方向は次の通りです。 
 

○拠点市街地として全市を対象とした行政、文化、観光、交通、雇用、居住などの都市機能

の集積を図ります 
○観光機能の向上に向けて、来訪者にもわかりやすく安全な交通処理、優れた市街地景観形

成、商業機能の充実等を図ります 
○医療や教育、文化、その他の生活サービスについて高次の機能の充実を図ります 
○各種の都市機能が全市をサービス対象として機能するための交通ネットワークの形成と結

節機能の向上を図ります 

 
②都市計画区域のゾーニング 

商業・業務地 ●平戸地区中心市街地を商業施設や官公庁、業務施設が集積する商業業務地とし

て位置づけ、機能の高度化、効率化を図ります。 

住宅地 
●商業業務地を取り囲む地区、田助・大久保地区、薄香地区、川内地区、津吉・

中津良地区、田平港周辺地区を住宅地、大規模集落地として位置づけ、暮らし

やすい生活環境の形成を図ります。 

自然的利用地 ●都市計画区域内のその他の地区は、山林や農地を主体とする自然利用地と位置

づけ保全と活用を図ります。 

観光・商業拠点 
交通結節拠点 

●商業機能、広域観光機能、業務機能、交通結節機能、行政機能等が集積する拠

点として、旧平戸市街地および田平港からたびら平戸口駅にかけての地区を位

置づけ、来訪者にわかりやすく、また安全で優れた景観の拠点形成を図りま

す。 

観光、レクリエー

ション等拠点 

●平戸大橋両岸の平戸公園、田平公園一帯及び丸山公園、田助公園を市民も来訪

者も気軽に楽しめる観光レクリエーション拠点と位置づけます。 
●亀岡公園周辺は平戸城を中心とする歴史文化レクリエーション拠点と位置づけ

ます 
●赤坂地区の平戸市総合運動公園（ライフカントリー）一帯をスポーツレクリエ

ーションの拠点と位置づけます（都市計画区域外）。 
●北部の田助公園、川内地区の丸山公園は、周辺住民のレクリエーション拠点と

位置づけます。 
●それぞれの位置づけに対応して、機能の向上や環境の整備を図ります。 

産業拠点 

●白浜地区埋立地や川内地区について、水産加工等の生産・流通施設ゾーンと位

置づけ、機能の充実を図ります。 
●(主)平戸田平線（田平工区）整備の進捗により、新たに田平地区を業務・生産機
能の立地を図るゾーンと位置づけ、必要な整備を図ります。 
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③骨格の配置 

地域連携軸 
●国道 204号、国道 383号、(主)平戸田平線、(主)平戸田平線（田平工区）、を都
市地域と佐世保、松浦方面とを結ぶ軸、および市内の基礎生活圏とを結ぶ軸と

して位置づけ、必要な整備、改修を図ります。 

生活連携軸 
●(一)以善田平港線、(一)北松公園平戸口線、(一)薄香港線、(主)獅子津吉線、(一)
田ノ浦平戸港線、その他の主要市道および都市計画道路を、市街地の骨格を形

成し、また市街地と集落地を結ぶ軸として位置づけ、必要な整備、改修を図り

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市街地構成の基本方向図 
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４．分野別の方針 

４－１ 土地利用の方針 

（１）基本方針 

 本市の特色である豊かで変化に富んだ自然を、個性と魅力ある大切な資源として次世代に継

承していくため、都市的土地利用との調和を図りながら山林、海岸線、田園、棚田などの自然

資源の保全を図ることが重要です。 
 近年、人口の減少や高齢化により、耕作放棄地や放置山林など土地利用の荒廃化や、空き家、

空き地など低利用・未利用の土地の発生など、全体として土地に対する働きかけ、管理が希薄

になる傾向にあることから、国土の保全、災害の防止、集落地や地域社会の持続などの観点か

ら、それぞれの特性に応じた対策を講ずることとします。 
 市街地や集落地にあっては、全ての世代が快適でゆとりのある暮らしが実現できるよう、生

活環境の安全性の向上を始め必要な環境整備を図ります。 
 このうち、市街地にあっては、商業地、住宅地、産業用地、公共公益施設用地等が調和した

利用が行われるよう適切なゾーニングを行い、各ゾーンに対応する規制や誘導を通して、全体

として良好な市街地の形成を図るとともに、一体の都市として整備、開発、及び保全の施策展

開を図るため、都市計画区域の見直しや用途地域に関する検討を行います。 

（２）主要施策（都市計画区域を中心として） 

拠点市街地の形成 
（商業業務地） 

●中心市街地は、住民の相互交流拠点や観光交流拠点および交通拠点

としての機能を高め、地域の賑わいの再生や観光産業の活性化と賑

わいの創出を図ります。 
●平戸地区の市街地は、地形的に面的な広がりが制約されており、土

地の有効利用、高度利用などを通して、集約的な市街地の形成を図

ります。 
●中心市街地にあっては居住空間と商業空間等との調和に留意しなが

ら、活気がある複合市街地として、また観光客が訪れる魅力ある市

街地として、居住性、機能性、快適性、防災性の向上を図ります。 
良質で暮らしやすい

住宅市街地の形成と

保全（住宅市街地・

一般市街地） 

●中心市街地周辺の住宅地にあっては、起伏のある地形と緑に囲まれ

た特性を活かして、質の高い専用住宅地化を図ります。 
●住宅地を経由する幹線道路の沿道部分には、日常的な生活サービス

を提供する店舗等の立地により、住宅と調和した落ち着いた環境の

中で暮らしやすさを実感できる都市空間の形成を図ります。 
集落地の環境改善 ●中野や薄香、津吉など港を核に形成された集落地は、生活道路や遊

び場の確保、延焼防止や日照通風の確保のための家屋の適切な更新

などにより、安全で暮らしやすい生活空間の確保に向けた保全・整

備を図ります。 
緑地の保全 ●市街地を取り囲む斜面状の緑地帯は、市街地からの眺望やレクリエ

ーションの場など多様な働きを保全するとともに、崖崩れなどの災

害に対する防災性の向上を図ります。 
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●自然公園を含む山林、農地や海岸線からなるその他の緑地について

は、良好な自然環境として維持・保全するとともに、レクリエーシ

ョン利用など、都市における緑地としての活用を図ります。 
●平戸市総合運動公園（ライフカントリー）およびその取り付け道路

が整備された赤坂地区については、市民のスポーツレクリエーショ

ンの場として利用を促進するため、周辺環境の整備・保全を図りま

す。 
産業用地の確保 ●白浜の埋立地や川内地区は、水産加工場や流通機能等の立地を促進

し、生産性の高い地区形成を図ります。 
●田平地区の市街地周辺は、平坦地が多いことや交通利便性が高いこ

とを踏まえて、新たな産業用地の確保を図ります。 
空き地・空き家への

対応 
●市街地内の空き地や空き家は、防災上、景観上大きな課題であり、

その解決に向けて、広場としての活用や空き家入居の促進など、さ

まざまな工夫や迅速な対応を図ります。 
土地利用特性に対応

した都市計画区域の

見直し 

●合併を契機に一体的な都市施策展開のため、これまでの指定の経緯

や具体的な土地利用の状況などの検討を行ったうえで、平戸都市計

画区域と田平都市計画区域の統合、津吉地区や江迎都市計画区域の

取り扱いについて見直しを行います。 
●土地利用動向や都市施設の整備動向など土地利用の変化を踏まえた

区域の拡大などについても、実態に即した｢一体の都市」という観点

から検討を行います。 
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土地利用の方針図 
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４－２ 交通体系の整備方針 

（１）基本方針 

 本市と周辺都市との活発な交流の促進や都市内の円滑な生活、生産活動を促進するため、こ

れを支える道路、公共交通から構成される交通体系の利便性、効率性の確保を図ります。 
 特に自動車交通は、生活、生産活動に加え防災、観光などに果たす役割が大きく、地理的に

不利な条件にある本市にとって広域交流の軸となるものであり、今後ともネットワークの形成

と強化を推進します。 
 本市全体の地域構成で位置づけた｢地域幹線道路｣と｢生活幹線道路｣は、地域の骨格、動脈と

して地域の基礎的な生活サービスを支える基盤の役割が期待されることから、その機能の向上

に向けた整備を積極的に図ります。 
 公共交通については、松浦鉄道、バス、船舶がそれぞれ通勤通学や高齢者等車を利用しない

住民の足としての役割を十分に果たせるよう、運行（航）方式、経路、結節点整備などに努め

ます。 
 市街地や集落地にあっては、生活道路の幅員が狭いことや歩行者空間としての整備が不十分

なことなど、市民からの改善要望が高いことを踏まえ、その質の向上に向けた整備を図ります。 

（２）主要施策 

地域幹線道路の整備 ●西九州自動車道佐々ＩＣ～松浦ＩＣ間の整備および西九州自動車

道へのアクセス幹線と位置づけられている(主)平戸田平線（田平
工区）の整備促進を図ります。 

●(主)平戸田平線（田平工区）の整備にあわせ、これを受け止める
地域幹線道路の機能向上を図ります。 

●地域拠点と基礎生活圏を結ぶ位置づけのもと、地域連携軸の機能

の強化に向けた整備を図ります。 
●国道 204 号、国道 383 号、(主)平戸田平線、(主)平戸生月線、お
よび市道山中紐差線を対象として、安全性の確保、運行速度の向

上など現況道路の改良を中心に整備を図ります。 

生活幹線道路の整備 ●地域幹線道路を補完し基礎生活圏内の集落地間を結ぶネットワー

クの機能強化を図るため、地域幹線道路以外の国道 383 号（川内
紐差間）、県道、主要市道を対象に、日常的な市民生活行動の確

保および災害時にも円滑な通行が可能な道路として改良整備を図

ります。 
生活道路の整備 ●市街地や集落地内における生活道路について、生活連携軸との円

滑な接続、幅員の確保、歩道の確保、沿道の緑化や修景など、そ

れぞれの特性、性格に応じた整備を図ります。 
●少子高齢化を踏まえ、市街地や集落地におけるユニバーサルデザ

インの考えを取り入れた都市づくりにより、気軽に移動できる生

活空間の形成を図ります。 
●中心市街地内の道路については、来訪者を含む歩行者の安全性確
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保を図りながら、一方通行や時間規制などの交通制御、駐車場の

確保、歩行者空間の高質化など総合的な交通対策を推進して、快

適で回遊性のある歩行空間の実現を図ります。 

公共交通の確保 ●高齢者を始め、車を運転しない（できない）市民や離島の市民の

日常の足を確保するため、幅広く意見を聞きながら公共交通機関

のあり方について検討し、適切な運行の実現を図ります。 
●中心市街地にあっては、車を利用する観光客の増加を踏まえ、利

用しやすい駐車場の確保を図ります。 
●バスと船舶との乗り継ぎや市街地内の観光等中心市街地の交通結

節性を高めるため、ターミナルの整備・機能充実を図ります。 
●離島を抱える本市にあって市民の足を確保し、定期航路の維持と

利便性の確保を図ります。 

港湾・漁港の整備 ●都市計画区域内では平戸港のほか、薄香、田平、前津吉等の各港

湾・漁港について、航路の維持や発着場の整備など機能の充実を

図るとともに、市民、来訪者が親しむことができる港の景観や空

間の整備を図ります。 
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交通体系の整備方針図 
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４－３ 市街地・住環境整備の基本方針 

（１）基本方針 

 中心市街地については、本市の行政、文化、商業業務などの都市機能が集積するとともに、

観光の拠点機能の役割を担い、全体として本市全体の活力を牽引していく役割が求められてい

ます。このため、市街地が効率的に機能することはもちろん、快適で魅力ある環境を提供でき

るよう機能向上に向けた整備を図ります。なお、中心市街地の範囲としては、平戸市街地に加

え、松浦鉄道たびら平戸口駅から田平港にいたる区域を含め一体の市街地として位置づけます。 
 市街地およびその他の集落地では、木造老朽家屋が密集し、また生活道路や公園が不足する

状況にある箇所が分布しており、防災面、生活環境の向上面などから、各地区の特性を踏まえ

ながらその改善に向けた整備を検討します。 
 また、公営住宅については厳しい財政制約のもと供給は限られますが、公的住宅のストック

として本市の活性化の一助となるような戦略的な活用に向けてさまざまな工夫を検討します。 

（２）主要施策 

中心市街地の機能の

高度化 
●市民にとっての諸機能の拠点として、また観光の拠点として魅力

ある、個性や利便性、機能性を備えた市街地形成に向けた総合的

な整備を図ります。 
●多くの市民や観光客が安心、快適に過ごすことができるよう、魅

力と利便性、快適性に優れた中心市街地形成に向けて、歩行者空

間、駐車場などの交通施設、観光商業施設等の整備、導入につい

て検討を進めます。 
●田平市街地について、交通結節機能の向上や良好な市街地形成に

向けた機能の向上および新たな産業用地の確保についての検討を

行います。 
密集市街地および集

落地の保全と改善 
●中心市街地においては家屋密度が高く、不燃化への更新が遅れて

いる街区がみられ、火災延焼防止や保健・衛生面の向上を図るた

め、改善に向けた誘導を図ります。 
●家屋の集積感が歴史的景観のひとつの要素となっている場合があ

ることから、それぞれの特性や観光資源としての位置づけに配慮

しながら、調和の取れた安全な市街地の形成を図ります。 
●古くからの集落地は、居住者の高齢化、家屋の密集や老朽化、生

活道路や広場の不足、空き家の発生などさまざまな問題を抱えて

おり、集落住民が誇りを持って住み続けることができるような空

間形成に向けて、住民の意見を聞きながら必要な整備を図りま

す。 
公営住宅の供給 ●公営住宅については、「公営住宅長寿命化計画」を踏まえて整備、

改善を図ります。 
●老朽化した公営住宅については、新しい生活様式への対応が困難

なものもあり、改善、集約化、建て替えなどのメニューから特性

に合った適切な対応を図ります。 
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●人口や世帯の減少により公営住宅の新たな建設は大きく制約され

ることとなっていますが、若者の定住や都市的生活様式の場の提

供、高齢者の公営住宅住替えによる既存住宅の空き家化防止への

活用など、多様な役割が期待されることから、既存団地の状況に

留意しながら、集約化、改善、建て替えなどによる戦略的な供給

について検討を行います。 
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４－４ 自然環境の保全、景観形成、公園緑地の整備方針 

（１）基本方針 

 自然環境は、これを良好なかたちで次世代に継承することや貴重な水資源として水源の涵養

等を図るため、山林、農地、海岸線などの保全・管理を図るとともに、集落地周辺など生活・

生産の場と複合的な土地利用が行われている地域については、その調和に配慮しながら保全に

努めます。 
 このうち、都市計画区域については、「拠点市街地・観光ゾーン」、「斜面緑地ゾーン」、「平

戸大橋ゾーン」、「市街地・集落地ゾーン」、「自然保全ゾーン」に分け、ゾーンの特性に応じた

自然環境の保全、景観形成、公園広場の整備を図ります。 
 本市の景観は、自然環境や歴史・文化資源の保全、良好な都市景観形成などについて、生活

環境、都市環境のみならず観光資源としての意義に照らして、平成 20 年度に策定された｢平戸
市景観計画｣に沿って景観形成を図ります。 
 公園・広場については、市民からの要望が高く、生活環境の一部としての公園･広場や観光

客が訪れる市街地における休憩広場など、地区の特性に対応しながら公園、広場の確保を図り

ます。 

（２）主要施策 

自然環境の保全 ●山林、農地、海岸線など自然環境の特性を踏まえながら、国立公

園、県立公園、保安林、農業振興地域などの土地利用関連制度と

の連携を図りながら、適切な維持・保全に努めます。 
●増加傾向にある耕作放棄地や放置山林等については、その防止や

利用について市民との協働のもとに対策を講じていきます。 
景観の形成 ●重点景観計画区域である「平戸旧城下町地区」および「田平天主

堂周辺地区」の景観保全・形成を推進し、観光地としての魅力の

増進を図ります。 
●景観重要建造物、景観重要樹木の指定や景観資産に登録された建

造物の老朽化対策等を通して、地域や市民にとって重要な景観資

源の保全を図ります。 
●幹線道路沿道や中心市街地における屋外広告物については、良好

な景観形成に関する市民の理解を求めるとともに、条例化などの

ルール化について検討を図ります。 
●市街地を取り囲む傾斜地の斜面緑地は、市街地景観の特色となっ

ており、その保全を図るとともに、開発に当っては緑地の確保や

防災に配慮した開発となるようコントロールを図ります。 
●漁業や漁村の風景や、棚田や石垣といった文化的景観の保全と活

用について、市民協働での取り組みの推進を図ります。 
公園緑地の整備 ●市街地や集落地の公園・広場については、空き地の活用などによ

り子どもや高齢者等の住民の憩いの場として身近な公園・広場の

確保を図ります。 
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●中心市街地においては、既存の公園のほか来訪者にとっての憩い

のスペースを提供するポケットパークなどの確保を図ります。 
●整備済みの亀岡公園、平戸公園、田平公園、崎方公園等について

は、歴史的文化的資源とのネットワークを含め、中心市街地にお

ける回遊ルートの形成を図ります。 
●平戸市総合運動公園（ライフカントリー）は、市民のスポーツレ

クリエーションの場として、その利用促進や周辺環境の保全を図

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然環境の保全、景観形成、公園緑地の整備方針図 
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４－５ 地域防災の方針 

（１）基本方針 

 平成 23 年 3 月の東日本大震災を経て、災害から市民の生命・財産を守ることが何よりも優
先される課題であるとの共通の認識が改めてもたらされました。また、防災施設というハード

面だけではなく日ごろからの地域防災活動などのソフト面の大切さも指摘されています。 
 本市における防災は｢平戸市地域防災計画｣に即して対応することになっていますが、都市づ

くりにおいても、避難路や避難地の確保、災害危険箇所の対策などのハード面と同時に、まち

づくり活動のひとつとして防災活動を組み込むことや市民とともに作成するハザードマップな

どソフト面の対策の推進を図ります。 
 また、中心市街地をはじめ木造密集市街地については、緑化の推進や空き家化を契機とした

密度の引き下げなど、本市の特性を踏まえた対応を図ります。 

（２）主要施策 

総合的な防災対

策の推進 
●「平戸市地域防災計画」に即した防災体制の確立と行政区ごとの自主

防災組織の結成によるきめ細かい災害対応力の向上を図ります。 
●避難場所や避難経路の確保、洪水や土砂災害、地震・津波等の災害予

測などの行政としての取り組みと、市民との協働によるハザードマッ

プの作成・配布等による市民意識の啓発など、ハード、ソフト両面か

ら総合的な防災対策の取り組みを進めます。 
●中心市街地は、災害発生時の防災の拠点としての安全性の確保、情報

ネットワークの保全、拠点と生活圏を結ぶ道路や航路の確保等、拠点

機能の円滑な発揮に向けて、地域防災計画に即して整備を図ります。 
●災害時の避難地の案内表示など観光客等来訪者の安全確保に向けた防

災対策の充実を図ります。 
危険箇所の防災

対策 
●地すべり防止区域や急傾斜崩壊危険地区など自然災害の危険箇所につ

いて、災害の発生防止対策を講じます。 
●中心市街地を取り囲む丘陵地は急傾斜地となっており、大雨時の災害

が予想されるため、発生の予防、発生時の緊急対応策など市街地の安

全性の向上を図ります。 
防災基盤（道路

や 通 信 環 境 な

ど）の整備 

●土砂災害などの災害時にも安定した通行が可能な道路網の整備、避難

所とのネットワーク（道路、通信等）の整備、安全な避難地の確保な

ど、防災基盤施設の整備を図ります。 
●地域連携軸、生活連携軸と位置づけた道路は、緊急時の輸送や避難も

重要な役割であり、防災の観点からの整備・改良を図ります。 
密集市街地の改

善等 
●木造密集市街地（街区）については、火災延焼等の防止のため建物の

防火化や耐震化の促進、ポケットパーク整備や緑化による延焼防止な

ど地区の特性を踏まえた防災手法の活用について検討を行います。 
●今後増加が懸念される空き家については、緑地への転用や転入者の定

住促進への活用など多様な施策の組み合わせにより、個別の特性に対

応した対策を検討します。 
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４－６ その他の都市施設の整備方針 

（１）基本方針 

 上下水道は、ライフラインのひとつとして市民の生活を支えています。また、水洗化による

生活排水対策は、新しい生活様式のひとつとしてその促進が期待されています。 
 このため、本市の地形的な特性や土地利用の特性を踏まえながら、安定的な水道水の供給や

生活排水対策に向けた対応を図ります。 
 河川・都市下水路は、水害対策に加え都市の水辺環境として市街地空間に潤いと変化を与え

てくれるものであり、河川周辺の環境との調和を図りながら改修･整備の推進を図ります。 

（２）主要施策 

下水道・排水処理 ●生活様式の変化を踏まえ、自然環境の保全、市街地環境、集落地環

境の向上に向けて、生活排水・し尿の処理は、浄化槽の設置促進を

図ります。 

上水道 ●河川の延長が短く地形が急峻なため表流水の利用に限界がある状況

などを踏まえ、老朽化した水道施設の改善対策および施設一元化な

どにより安定的な水道水の供給を図ります。 
河川  ●都市内河川について、防災上および良好な水辺空間の提供などのた

め、河川周辺の市街地との調和、歩行者動線、公園広場の配置など

を考慮しながら、その特性に対応した改修推進を図ります。 
都市下水路 ●河川整備との調整を図りながら、都市下水路による計画的な雨水排

水処理の推進を図ります。 
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４－７ その他の都市づくりの方針 

（１）基本方針 

 都市計画マスタープランは、主として都市計画区域を対象として将来目標を設定し、目標に

向けた都市づくりの方針を定めるものです。しかし、都市づくりの方針は、行政区域全体の特

性や基本的な課題に対して、これを広い意味での都市計画として解決するひとつの方向を示す

必要があると考えます。 
 ここでは、本市の人口、産業の活力を高める基礎となる産業の振興、都市計画区域以外を含

む市全体の暮らしやすい地域生活環境づくり、情報化社会の進展に対応した情報通信環境の整

備と活用および低炭素社会の実現や自立した地域形成に向けた再生可能エネルギーの普及促進

について、その方向性を整理します。 

（２）主要施策 

第一次産業の振興・

観光の振興 
●取り組みが始められている第一次産業の 6 次産業化について、そ
の普及促進や適切な支援を通して付加価値の高い産業としての確

立を図ります。 
●また、観光と連携した体験型ツアーの企画やグリーンツーリズム

の展開、販路開拓の方法としての都市との提携など、さまざまな

活性化に向けた取り組みを促進します。 
●宿泊型から日帰り型への変化、団体型から少人数化、観光地巡り

から街歩きや食事・買物、漁業・農業体験型への変化など、近年

の観光スタイルの変化に的確に対応した施策の展開を図ります。 
●中心市街地と亀岡公園、崎方公園、平戸港などを結ぶ歩行者ネッ

トワークの整備により、面的に回遊できる質の高い歩行者空間の

形成およびその沿道空間の整備を図ります。 
●自家用車による来訪者が増加する傾向にあり、市街地内での空き

地を活用した駐車場整備など量の確保を図るとともに、誘導案内

など外部からの来訪者にもわかりやすいシステムの構築、快適な

歩行者空間の確保に向けた車両通行の時間規制など総合的な交通

対策を図ります。 

地域生活環境づくり ●全市において等しく安心して日常の生活を送ることができるよう
道路・公園等基盤の整備や暮らしやすい生活環境づくりに向けた

家屋改善の促進等を図ります。 
●空き家・空き地などの発生に対して、的確な情報把握による未然

防止や発生後の有効利用の促進を図ります。 
●公共公益施設が地域コミュニティに果たす役割を考慮して、施設

の複合化や市民による管理など、各地域の特性、市民の意向を踏

まえながら有効な活用を図ります。 
●地場産品の地産地消など地域内で循環する経済活動の実現を図る

ため、直売所等の配置について検討を行います。 



 40 

●市民の日常生活にとって身近な医療は基盤のひとつであり、基礎

生活圏を単位とした医療水準の確保を図るとともに、高度医療の

提供に向けた輸送の確保のため道路交通基盤の整備を図ります。 
●大島や度島などの離島、志々伎等の南部地域については、地域の

特性を踏まえながら初期医療施設の充実や維持を図ります。 
●高齢者や障害者、乳幼児など全ての世代が安心して暮らせる環境

を確保するため、福祉環境の充実を図ります。 

ＩＣＴ環境の整備と

活用 
●超高速ブロードバンドの整備は、今後の個々の暮らしの充実や地

域の自立、全国に向けた情報の発信などを行う上での「基盤」と

なるものであり、国や県の施策動向を把握しながらその整備促進

を図ります。 
●人づくりを基本とし、心を育て生活を豊かにするとともに、市民

一人ひとりが自分で考え、判断し、決定していける自立した市民

を育てるための生涯学習の拠点および本市の歴史や文化を全国へ

発信していく拠点施設として図書館と公民館の複合施設である

（仮称）平戸市総合情報センターの活用の促進を図ります。 

再生可能エネルギー

の普及 
●地域の自立と低炭素型社会の構築を目指して、風力や太陽光発

電、バイオマスなど地域の自然資源特性を活用した再生可能エネ

ルギーの普及促進を図ります。 
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５．地域整備構想について 

（１）地域別構想の位置づけ 

 地域別構想は、本市の都市計画区域を地域ごとに自然的、社会的条件や特性を踏まえて区分

し、地域ごとに身近な視点による都市づくりの方針を示して、市民が都市づくりへの理解や関

心を深めるとともに、地域の課題や都市づくりの方向を共有して、今後主体的に都市づくりに

かかわってもらうための指針と位置づけます。 

（２）地域区分 

 地域別構想は、都市計画区域（平戸・田平）を対象とし、地形条件、日常生活圏や字、小学

校区などの社会的条件を勘案して、｢平戸地域｣、｢中野地域｣、「津吉地域｣、｢田平地域｣の 4 地
域に区分を行いました。 

 
地域区分図 
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（３）地域懇談会 

 地域別構想の検討に際しては、各地域において当該地域に居住する住民の参加による地域懇

談会を開催して、地域の魅力や資源、問題点や課題についてワークショップ形式により意見の

把握を行いました。 
 
 平戸地域 中野地域 津吉地域 田平地域 

日時 
平成 24年 

9月 26日(水) 

19：00～20：30 

平成 24年 

9月 19日(水) 

19：00～20：30 

平成 24年 

9月 20日(木) 

19：00～20：30 

平成 24年 

9月 25日(火) 

19：00～20：30 

場所 離島開発総合 

センター 
中野ふれあい会館 多目的研修センター たびら活性化施設 

参加

人数 22名 5名 12名 11名 

備考 3班に分かれて検討  
津吉地区と前津吉地区

に分かれて検討 

田平地区と田平南部地

区に分かれて検討 
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５－１ 平戸地域 

（１）地域の概況と課題 

①地域の概況 

・平戸島の北部に位置し、

平戸大橋を経て田平地域

を含む本土部分と接続し

ています。 
・ぼぼ全域が海岸線に迫る

丘陵地となっており、限

られた平地部に平戸、田

助、薄香等の市街地や集

落地が形成されています。 
・丘陵地は起伏が多く、良

好な景観を提供する反面、

宅地利用、道路整備等の

制約となっています。 
・地域中央部の平戸湾に面

した平地部分に、平戸城

下旧町が形成され、本市

の中心的な商店街や業務、

観光施設等の機能が立地

しています。 
・城下旧町およびこれを取

り囲む丘陵地に用途地域

が指定されています。 
 
・城下旧町およびその周辺

で都市再生整備計画に基

づくまちづくり総合整備

事業や街なみ環境整備事

業その他の事業が行われ

ています。 
 

 

 

平戸地域の概況と特性図 
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②人口特性 

・平成 22 年人口は、城下旧町約 1,100 人、その他の
用途地域約 4,000 人、用途地域外約 3,600 人で、合
計 8,700人です。 

・各区域とも減少傾向にあり、特に城下旧町はこの

10ヵ年に約 210人（15.6%）減少しました。 
・減少割合が最も少ないのはその他の用途地域の約

7%で、都市計画区域の中でも最も少なくなってい
ます。 

・高齢人口率は、城下旧町 45.2%で突出しており、そ
の他用途地域では 24.4%(市内で最も低い)で対照的
な傾向を示しています。 

 

 

 

 

 
 

③就業構造・産業特性 

・就業構成は城下旧町では 90.9%が第三次
産業、その他用途地域では第二次産業の

割合がやや多くなっています。 
・用途地域外では第一次、第二次とも他の

用途地域外と同様の傾向を示しています。 
・第二次第三次産業の事業所従業員数の構

成を見ると、城下旧町では卸小売業と宿

泊飲食業、その他の用途地域では公務

（行政）、用途地域外では教育・福祉サー

ビス業等にそれぞれ特徴があります。 
・城下旧町以外では卸小売業の割合が低く、城下旧町と機能分担している傾向が見られます。 
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業種別従業員数割合
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④土地利用 

・城下旧町では自然的土地利用が 6.5%と極め
て少なく、宅地が 57.8%、道路が 23.3%を
占めるなど市街化が進んでいます。 

・その他の用途地域では自然的土地利用が

52.4%と過半に達しています。 
・用途地域外では自然的土地利用が 76.7%を
占めています。 

・平戸湾に面した城下旧町に商業施設、業務

施設が集積し、これを囲む地域（用途地

域）に行政施設や住宅が立地、さらにこれを取り巻く用途地域外では農地山林や集落地を主

とする土地利用となっています。 

⑤交通 

・国道 383 号、(主)平戸田平線が地域の主たる幹線として機能し、これに(一)田ノ浦平戸港線、
同薄香港線が市街地と集落地を結んでいます。このほか城下旧町では都市計画道路が市街地

の基盤を形成しています。 

⑥市街地整備・都市施設 

・用途地域内の一部や漁業落地区では木造密集市街地が分布しています。 
・平戸公園、亀岡公園のほか近隣公園、街区公園が整備されています。 

⑦地域懇談会のまとめ 

・各種施設が立地して利便性が高く、暮らしやすい 
・歴史や文化、自然・景観など誇れる資源が数多い 
・台地部では土砂災害、低地部では冠水などに対する防災の必要性 
・公共交通の確保や市街地循環線の整備 
（城下旧町について） 
・取り組んできたまちづくりを継続する 
・駐車場や歩行空間、公園の確保、平戸らしい景観の保全整備、商店街の活性化などにより

魅力の向上を図る 
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⑧アンケート 

全体の印象 ・満足度、居住意向は市の平均に近い 
不満度が高い項目 ・公園、児童施設、公共交通、災害対策、道路安全対策 
土地利用 （住宅地）ゆとりある住宅地、落ち着いた住宅地 

（工業地）企業誘致の推進や工業団地の活性化 
（商業地）中心商店街の活性化 

道路・公園・防災 ・歩道整備やバリアフリー化など 
・身近な公園や家族で楽しめる大きな公園、散策路など 
・避難場所の確保や防災マップによる周知、建物の不燃化など 

まちづくり活動への参加 ・観光活性化や伝統の保存活動 
中心市街地に求められる

施設・機能 
・駐車場、商業施設（上位 2 項目、第 4 位の「歩行空間」は市
の平均を 5ポイント上回る 27%） 

・まち歩きができる歩行空間づくり 
・平戸市固有の歴史文化を活かした景観づくり 

 
 

 

⑨基本的な都市づくりの課題 

・城下旧町は、商業施設や観光関連施設が集積しており、名実ともに本市の拠点的な役割が期

待されています。 
・街なみ環境整備事業等の効果も認められるが、人口の高齢化が著しく中心市街地の活性化を

だれが担うかについて課題の共有が必要です。 
・城下旧町を帯状に取り囲むその他の用途地域は、多数の行政施設、公益施設が立地するほか、

住宅市街地として人口の活力も認められることから、城下旧町との役割分担を明確にしなが

ら、必要な基盤整備、生活環境整備などにより人口の定着化を図る必要があります。 
 
 ①市全体の活性化を牽引する地域として都市機能、都市基盤の充実 
 ②多様な世代にとって暮らしやすい生活環境の確保 
 ③起伏に富んだ地形条件の制約を克服する道路などの都市施設の強化 
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（２）都市づくりの基本方向 

 

歴史・観光・商業・拠点機能をあわせもった賑わいのあるまち 

城下旧町は、都市再生整備計画の目標に沿ったまちづくりを推進し、城下旧町外に

おいては多様な世代にとって暮らしやすい生活環境整備を図り、互いに支え合うこと

によって快適で賑わいのある地域を目指します 

 

（３）地域整備方針 

①土地利用の方針 

・城下旧町を対象に本市の中心市街地として拠点性を高める整備を進めるが、新たな開発は限

られているため、街なみ環境整備事業との調和を図り、土地の有効利用、高度利用を推進し

ます。 
・その他の用途地域は、城下旧町との連携に配慮しながら、緑に包まれた住宅地として良好な

生活環境の確保を図ります。 
・用途地域外の集落地等については、良好な生活環境の形成の促進を図ります。 
・ライフカントリー周辺は、今後市街化も想定されることから、都市計画区域への編入につい

て検討を行います。 

②交通整備の方針 

・都市計画道路の整備がおおむね完了することを踏まえ、歩道の舗装、統一されたデザインの

街路灯や案内板、休憩設備の設置など道路空間の質の向上に向けた整備を図ります。 
・用途地域内丘陵地部へのアクセスや地区内の円滑な生活行動を支えるため、国道 383 号、
(主)平戸田平線、(一)田ノ浦平戸港線、(一)薄香港線、市道川内峠線などを結ぶ路線の整備を

図ります。 
・中心市街地へのアクセス等を確保するため、公共交通（バス）の利便性向上を図ります。 
・中心市街地にあっては、買い物客や観光客の利便性や快適さの向上に向けて、周辺景観や安

全性に配慮しながら駐車場の整備、交通規制による歩行空間の確保、わかりやすい案内表示

など総合的な交通対策を図ります。 

③公園緑地整備の方針 

・城下旧町等観光の拠点と位置づけられた地区に休憩広場などの快適な歩行空間の確保を図り

ます。 
・平戸港沿岸、2 級河川鏡川、2 級河川戸石川について防災対策に配慮しながら市街地内の快
適な水辺空間としての整備を図ります。 

・その他の用途地域や集落地にあっては、未利用地や自然的土地利用等を活用して子供の遊び

場の確保を図ります。 

④市街地整備・防災の方針 

・城下旧町については、街なみ環境整備事業の方向性に沿って個性と伝統を感じる街なみ整備

を引き続き進める。 
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・家屋密度が高い木造市街地にあっては、街なみとの調和を図りながら、植栽や空き地の広場

化など、市街地の特性にふさわしい手法により防災性能の向上を図ります。 
・その他の用途地域については丘陵地、傾斜地の特性を活かしつつ、円滑な生活行動や山地災

害に配慮した都市基盤（道路、憩いの広場、河川・水路等）の整備を図ります。 
 

      平戸地域整備構想図 
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５－２ 中野地域 

（１）地域の概況と課題 

①地域の概況 

・平戸島の中北部にあって平戸都市計画区域平戸地区の南端部に位置しています。 
・地域の南側は海岸線に迫る丘陵地および川内港周辺の平坦地に開けた川内、中野地域の農漁

業集落から構成されています。 
・地域の北側は、一部国立公園が指定された川内峠に至る、山林と農地が混在した丘陵地から

構成されています。 
・海岸沿いを経由する国道 383 号と、平戸島を縦貫する(主)平戸田平線が当地域と周辺を結ぶ
幹線道路として機能しています。 

・漁業集落では蒲鉾を生産する水産加工場が多数立地し地場産業として定着しています。 
・新たな観光施設づくりを目指して鄭成功生家再現整備事業が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人口特性 

・平成 22 年人口は 951 人で平成 12 年から 200 人(17.4%)
減少しました。 

・高齢化率は 33.3%で平戸市平均とほぼ同じですが、年少
人口率は市の平均をやや下回る 11.6%です。 
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③就業構造・産業特性 

・第一次産業と第二次産業の合計が 44.6%に達し、特に第二次産業が 31.0%で市の平均 19.1%
を大きく上回ることが特徴です。 

・第二次第三次産業の事業所従業員数の

構成を見ると、製造業の割合が高いこ

とが特徴で、蒲鉾生産が地場産業とし

て定着しています。 
・リゾートホテル立地等を反映して宿泊

飲食業の割合が高くなっています。 

 

④土地利用特性 

・自然的土地利用が 86.1%を占め、宅地は
7.1%で都市計画区域の平均よりも農地山
林等の割合が高くなっています。 

・宅地は川内港を囲む平地部に集落地が形

成され、集落地では地場産業の水産加工

場が多数立地しています。 
 

⑤交通 

・国道 383 号と(主)平戸田平線が地域の幹線として機能しているが、カーブが多いことや災害
時の冠水の恐れがあります。 

⑥市街地整備・都市施設 

・集落地では道路や公園などの基盤の未整備、家屋の密集など生活環境が不十分です。 
・丸山公園のほか、鄭成功関連施設や千里ヶ浜などが整備されています。 

⑦地域懇談会のまとめ 

・地域のつながりは維持され自主防災など組織されてきたが、漁師や若者の減少、空き家の

増加など活力が低下してきた 
・地場産業の蒲鉾製造業は元気があって後継者もいる 
・鄭成功ゆかりの施設や良好な自然環境を活かした活性化対策が必要である 
・幹線を含む道路幅員の拡幅や大雨時の冠水対策が必要である 
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⑧アンケート 

全体の印象 ・市全体に比べ満足度が高く居住意向も高い 
不満度が高い項目 ・公共交通、災害対策、道路安全対策、医療、福祉施設 
土地利用 （住宅地）安全でゆとりある住宅地、敷地に余裕のある住宅地 

（工業地）周辺と調和した工業地 
（商業地）身近に利用できる商業地 
（農地山林）農地や山林の保全 

道路・公園・防災 ・各地域を結ぶ幹線道路 
・身近に利用できる公園、住民参加による維持管理 
・避難場所の確保、砂防、急傾斜地、河川、海岸の整備 

まちづくり活動への参加 ・高齢者支援、清掃や美化活動、特産品によるまちおこし 
 

 

⑨基本的な都市づくりの課題 

・これまで維持されてきた地域社会は、水産加工業の安定とあいまって地域の暮らしやすさに

つながっています。 
・人口の減少や高齢化が進行しているため、若者を含む多様な世代が安心して住める生活環境

の整備が必要です。 
・鄭成功関連施設や千里ヶ浜といった固有の資源を活用した整備が地域づくりの新たな息吹と

なることが期待されます。 
 
 ①鄭成功関連施設整備や地場産業の振興による地域活性化 
 ②生活環境の安全性の確保と暮らしやすさの向上 
 ③災害時などにも通常と同様の通行が可能な他地域間との連絡網の確保 
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（２）都市づくりの基本方向 

 

歴史と地場産業が支える暮らしやすいまち 

鄭成功関連施設整備をきっかけとした新たな観光レクリエーションゾーンの形成

を図り、活気ある水産加工場と一体となった活力に満ちた地域を目指します 

 

（３）地域整備方針 

①土地利用の方針 

・安定した地域社会を支える生活環境づくりを行うため、道路改良や子どもの遊び場の確保な

どを通して集落環境の整備を図ります。 
・水産加工場は従来から特色ある集落環境の一部を構成しており、今後も公害の防止に努めな

がら調和した集落環境づくりを図ります。 
・農地や山林については 9 割近くを占めており、地域の資源としてその保全を図りながら、観
光レクリエーションの場の提供について検討を行います。 

②交通整備の方針 

・他地域との円滑な連絡のため、国道 383 号、(主)平戸田平線のカーブの改良や部分的な拡幅
などの整備を図ります。 

・国道 383 号と(主)平戸田平線を結ぶ市道川内下中野線について円滑な交通と安全性を高める
整備を図ります。 

・通院や通学をはじめとする市民生活を支えるため、公共交通（バス）の利便性向上を図りま

す。 

③公園緑地整備の方針 

・千里ヶ浜、丸山公園、鄭成功関連施設等を結んだ観光レクリエーションゾーンの整備を図り

ます。 
・未利用地や自然的土地利用等を活用して子どもの遊び場の確保を図ります。 

④市街地整備・防災の方針 

・川内地区の水産加工場と住宅が一体となった街なみの雰囲気を保ちながら、家屋の建て替え

時期にあわせた延焼防止策などの集落地の安全性の向上により、暮らしやすさの向上を図り

ます。 
・風水害、高潮、地すべりなどの災害に対して防災対策を行うとともに、避難地や避難路等に

ついて地域住民とともにハザードマップの作成などを通してソフト面からの安全性の向上を

図ります。 
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中野地域整備構想図 
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５－５ 津吉地域 

（１）地域の概況と課題 

①地域の概況 

・平戸島南部に位置し、平戸都市計画区域の津吉地区として独立した都市計画区域です。 
・平戸島の東岸と西岸を結ぶ(主)獅子津吉線および国道 383号の沿道を中心とした地域です。 
・西岸部は 2級河川古田川と並行する国道 383号および市道津吉中央線の両側に住宅地および
店舗等の生活サービス施設が立地しています。 

・東岸部は前津吉漁港を取り囲み、漁業を基盤とする集落地が形成されています。 
・西岸部と東岸部はなだらかな丘陵地を介して接続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人口特性 

・平成 22 年人口は 1,033
人で平成 12 年から約
200 人（15.5%）減少し
ました。 

・高齢化率は 34.8%で市の
平均をやや上回ります。 
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③就業構造・産業特性 

・第一次産業就業者が 20.4%、第二次産
業が 17.2%で、市の平均に近い就業構
造です。 

・第二次第三次産業の事業所従業員数の

構成を見ると、卸小売業の割合が高く、

また製造業も平均に比べ高い割合を示

しています。 
・周辺地域への生活サービスを中心とし

た産業構成および食品加工等の製造業の立地が反映しています。 

④土地利用特性 

・自然的土地利用が 83.3%を占め、宅地利
用は 8.6%で、農地山林等の割合が高い。 

・前津吉漁港周辺および地区西部の国道

383 号の道沿いに住宅、店舗等の集落地
を形成しています。 

⑤交通 

・前津吉漁港と佐世保・相浦の間は一日 4往復の高速船が運航されています。 
・国道 383号と(主)獅子津吉線が地域の幹線道路であるが、国道 383 号については歩道など未
整備区間があり、(主)獅子津吉線については街灯が少なく歩行者に支障をきたしています。 

 

⑥市街地整備・都市施設 

・前津吉の漁港周辺集落や津吉の市道津吉中央線に密集市街地が分布しています。 
・津吉地区には子どもが遊べる身近な公園が未整備です。 

⑦地域懇談会のまとめ 

・人口減少や高齢化、空き家の増加が目立ってきており、自治活動の維持が懸念される 
・道路、公園（遊び場）、商店街、公共交通機関などの基礎的生活環境の整備・充実が求め

られている 
・前津吉地区では台風、高潮、地すべり等の災害に対する危機感が強い 
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⑧アンケート 

全体の印象 ・市全体に比べ満足度が低く、居住意向も低い 
不満度が高い項目 ・医療、公共交通、児童施設、商業施設、公園 
土地利用 （住宅地）店や働く場所が近くにある住宅地 

（工業地）企業誘致の推進など 
（商業地）身近に買物ができる商業地 
（農地山林）保全(37.2%)、減少もやむをえない(27.9%) 

道路・公園・防災 ・各地域を結ぶ幹線道路の整備 
・身近に利用できる公園、住民参加による公園づくりの計画 
・砂防、急傾斜地、河川、海岸の整備 

まちづくり活動への参加 ・高齢者支援、健康・スポーツ振興、自然環境保全や伝統芸能の
保存 

 

⑨基本的な都市づくりの課題 

・市街地に比べ、日常生活（日用品の買物、医療、福祉、教育など）が生活環境の満足度を下

げる要因となっており、地域での充足ができるような対応が必要です。 
・人口の減少や高齢化を踏まえて、まとまりのある地域中心の形成を図ることによって、落ち

着きとにぎわいのある地域づくりが考えられます。 
 
 ①一定の生活利便性を実現する生活の中心地づくり 
 ②生活環境の安全性確保と身近に利用できる公園の整備など暮らしやすさの向上 
 ③災害時などにも通常と同様の通行が可能な他地域間との連絡網の確保 
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（２）都市づくりの基本方向 

 

高齢者にやさしい暮らしやすいまち 

津吉元地区に地域の中心の形成を図り、だれもが暮らしやすく住み続けることがで

きる地域を目指します 

 

（３）地域整備方針 

①土地利用の方針 

・津吉地区の国道 383 号と市道津吉中央線を軸とした地区を、地域の中心として商業施設や公
益施設の立地誘導と憩いの場の整備を図り、地域住民に親しまれる都市づくりを図ります。 

・農地や山林については 9割近くを占め、防災に配慮しながらその保全を図ります。 

②交通整備の方針 

・他地域との円滑な連絡のため、国道 383 号のカーブの改良や部分的な拡幅などの整備を図り
ます。 

・安全で快適な通学環境の形成のために、(主)獅子津吉線の改良を図ります。 
・通院や通学をはじめとする市民生活を支えるため、公共交通（バス）の利便性向上を図りま

す。 
 

③公園緑地整備の方針 

・2級河川古田川周辺の河川機能を維持しながら、地域の水辺空間としての整備を図ります。 
・未利用地や自然的土地利用等を活用して子どもの遊び場の確保を図ります。 

④市街地整備・防災の方針 

・市道津吉中央線について安全な道路環境、良好な街なみづくりに向けた整備を図ります。 
・風水害、高潮、地すべりなどの災害に対してそれぞれ防災対策を行うとともに、避難地や避

難路等について地域住民とともにハザードマップの作成などを通して安全性の向上を図りま

す。 
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津吉地域整備構想図 
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５－４ 田平地域 

（１）地域の概況と課題 

①地域の概況 

・平戸島対岸の本土に位置し、

田平都市計画区域が指定され

ています。 
・当地域を経由し佐世保市と松

浦市を半円状に結ぶ、国道

204 号、松浦鉄道および平戸
大橋で平戸島に至る国道 383
号が地域の交通幹線となって

います。 
・松浦鉄道たびら平戸口駅から

田平港に至る地区に住宅のほ

か店舗等生活サービス施設が

立地しています。 
・西九州自動車道に接続する 

(主)平戸田平線(田平工区)の
改良工事が実施されています。 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

②人口特性 

・平成 22 年人口は 4,192 人で平成 12 年から約 580 人
（12.2%）減少しました。 

・高齢化率は 30.1%で平戸、田平の都市計画区域の平均に
近似しています。 
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③就業構造・産業特性 

・就業構造は第一次産業 7.9%、第二次産
業 21.3%で、第一次産業の割合が市の平
均よりも少なくなっています。 

・第二次第三次産業の事業所従業員数の構

成を見ると、医療サービスの割合が高く、

地域内の複数の医療施設立地が反映して

います。 
・その他は都市計画区域の平均に近似しています。 

④土地利用特性 

・自然的土地利用は 70.5%で都市計画区域の
平均よりも割合は少なくなっています。 

・宅地は 14.4%、これに公共公益施設が
7.8%を占め、比較的都市的土地利用が多い
地域です。 

 

⑤交通 

・国道 204 号および平戸大橋を経て平戸市街地に至る国道 383 号が地域の幹線となっており、
これに(一)北松公園平戸口線、(一)以善田平港線、(一)田平港線が国道と周辺集落を結んでい

ます。 
・松浦鉄道が本地域を経由しているが、通学客以外の利用者や観光客は減少傾向にあります。 

⑥市街地整備・都市施設 

・田平港に平戸瀬戸市場、魚市場が整備され、市民や観光客が集う新たな拠点、および水産物

の集積の拠点として期待されています。 
・たびら平戸口駅から田平港にかけての国道沿いに密集市街地が分布しています。 
・田平公園が整備され、また北松県立公園によって良好な自然が保たれています。 

⑦地域懇談会のまとめ 

・交通利便性、豊かな自然、平戸瀬戸市場、充実した医療施設などから暮らしやすさを実感

している 
・平戸瀬戸市場からオランダ商館への観光船運行など交通機関を活用した新たな観光プラン

で活性化を図れないか 
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⑧アンケート 

全体の印象 ・満足度、居住意向は市の平均に近い 
不満度が高い項目 ・商業施設、道路安全対策、災害対策 
土地利用 （住宅地）安全でゆとりある住宅地 

（工業地）企業誘致の推進など 
（商業地）身近な商業地 
（農地山林）保全(36.2%)、減少はやむをえない(27.0%)  

道路・公園・防災 ・市街地内の狭い道路の改善 
・地域特性を活かした公園整備、既存公園のバリアフリー化、散

策道の整備 
・密集市街地内道路の整備 

まちづくり活動への参加 ・高齢者が安心して暮らせるまちづくり、清掃や美化活動、特産
品によるまちおこし 

 

⑨基本的な都市づくりの課題 

・本土に位置し佐世保市や松浦市に接する立地条件により、国道 204 号沿道を中心に商業施設
等が立地していますが、通過交通をいかに引き止めて活性化につなげるかが課題です。 

・田平港や松浦鉄道たびら平戸口駅周辺は、市街地化が進んでいるが、新たに平戸瀬戸市場を

核とした都市づくりが必要です。 
・(主)平戸田平線（田平工区）の建設および、関連した市道整備により土地利用構造の変化が

予想されるため、適正な土地利用実現に向けた対応が必要です。 
 
 ①交通利便性を活かした地域活性化 
 ②(主)平戸田平線（田平工区）の建設を踏まえた都市づくり 
 ③生活環境の安全性の確保と暮らしやすさの向上 
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（２）都市づくりの基本方向 

 

港の賑わいのある自然と歴史が調和したまち 

 都市的利便性や自然、歴史の資源を活かしながら、変化を適切に受けとめる地

域を目指します 

 

（３）地域整備方針 

①土地利用の方針 

・(主)平戸田平線（田平工区）の建設に伴い、周辺における土地利用の変化が想定されるため、

適正な土地利用への誘導を図ります。 
・土地利用の変化に対応するため、都市計画区域の拡大や特定用途制限地域の導入について検

討を行います。 
・田平港、たびら平戸口駅周辺の市街地については、平戸瀬戸市場や田平公園への来場者や市

民が回遊できるよう、安全で快適な市街地空間の形成に向けた都市づくりを行います。 
・丘陵部の山林や優良な農地については、都市的土地利用との調和を図りながら保全を図りま

す。 

②交通整備の方針 

・(主)平戸田平線（田平工区）の県道関連道路や関連市道の整備などきめ細かい整備を図りま

す。 
・安全で快適な市街地空間形成のため、国道 204 号の他、(一)北松公園平戸口線や(一)以善田
平港線、(一)田平港線の改良を図るとともに、回遊性のある歩行空間の確保を図ります。 

・通院や通学をはじめとする市民の生活行動を支えるため、公共交通（バス・鉄道）の利便性

向上を図ります。 

③公園緑地整備の方針 

・北松県立公園から田平港、たびら平戸口駅周辺、田平公園、田平教会までを結ぶ地域におい

て、案内表示や遊歩道整備、休憩施設整備などにより、田平地域の特色を活かした観光レク

リエーションゾーンの形成を図ります。 
・未利用地や自然的土地利用等を活用して子どもの遊び場の確保を図ります。 

④市街地整備・防災の方針 

・国道 204 号に沿った地域については、平戸瀬戸市場を中心として快適な都市づくりや安全性
の向上を図ります。 

・風水害、高潮、地すべりなどの災害に対してそれぞれ防災対策を行うとともに、避難地や避

難路等について地域住民とともにハザードマップの作成などを通して安全性の向上を図りま

す。 
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田平地域整備構想図 
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６．実現方策について 

６－１ 実現化に向けた課題 

①平戸市全体の活力の回復に向けた取り組み 

 平戸市都市計画マスタープランにおいては、市全体のまちづくりに「都市」がどのような役

割を果たすことができるかという視点に基づき、全体構想の冒頭において市全体の地域構成の

あり方についての検討を行いました。 
 その中で、本市では人口の減少傾向をはじめとして地域の活力が低下しており、これを維持、

回復させていくことが市全体の基本的な課題であるとの認識から、市全体の地域構成の方針と

して「基礎生活圏」の確立と「地域連携軸」、「生活連携軸」の形成を基本的な方向としました。 
 この実現を図っていくためには、次の②、③に述べるように、市民の自主的な参画と都市計

画制度に留まらない都市づくり関連施策を幅広く活用しながら取り組んでいくことが必要です。 
 

②市民が参画する都市づくりの仕組み 

 都市づくりに対する市民の要望や意識は、多様化、複雑化するとともに自ら都市づくりの担

い手として積極的に参加するという機運も高まっています。 
 行政においては、厳しい財政事情の中で都市づくりに取り組んでいくため、施策課題ごとの

優先性や整備効果などを踏まえることに加え、市民の参画をいかに図るかが課題となっていま

す。 
 都市計画マスタープランの実現化にあたっては、地域住民が身近な環境について改めて見つ

めなおし、自ら改善などに取り組んでいく動きを促進し、また行政はこれを支援する仕組みづ

くりを行うことが必要です。 

③さまざまな都市づくり制度の効果的な活用 

 市全体および都市計画区域において、課題の解決に向けた取り組みを行う上では、農林水産

業や商工業の関連制度、住宅関連制度、環境関連制度など都市計画制度以外の制度と連携して

効果的な活用を行うことが必要です。 
 このため、「平戸市総合計画」に即しながら、企画、農林業、水産業、商工業、医療福祉、

教育などの諸分野と調整・連携しながら推進することが必要です。 
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６－２ 平戸市全体の地域整備の実現化方策 

 ２および３では、全体構想において方向づけた主要施策を実現していくための取り組みの方

針および取り組みのスケジュールを示しています。 
 取り組みのスケジュールにおける「短期」は概ね５年以内、「中期」は概ね５年から１０年、

「長期」は１０年から２０年を想定しています。 
 
 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 

・不足機能の確保に向けて関係部局の

連携による既存ストックの活用など 

 

  

・市民の自主的な地域づくり活動に対

する支援 
（やらんば会議およびその関連事業、ひ

らど生き活きまちづくり事業、美しい

まちづくり支援事業、地域総合整備資

金貸付制度などの持続的な活用） 

   

基礎生活圏

の形成 
・概ね中学校区程度を単位

に、医療、福祉、教育、防

災、小売商業など、日常的

な生活が一定程度完結でき

る圏域の形成 
・不足機能の確保や既存公共

公益施設の複合利用など既

存ストックの有効活用 
・地域産業の振興や集落環境

の整備など ・農林業、漁業、商工業等の施策にお

ける関連制度の活用など    

地域連携軸 

・西九州自動車道などとの連

携機能や基礎生活圏間を結

ぶ市内の動脈としての役割

を担う道路の整備 

・(主)平戸田平線（田平工区）および市

道山中紐差線の整備改良の促進 

 

 

 

 

 

 

 

  

・関連する国･県道の整備改良の促進 
   

生活連携軸 

・基礎生活圏内の主要集落と

地域連携軸を結ぶ役割を担

う道路の整備 
・日常的な市民の生活行動や

災害時の防災活動などを支

える役割を担う道路の整備 

・市道堤線、市道神宮坂口線など市道

の重点的な整備改良の推進 

   

 

※ ひとつの事業で完結する場合にはひとつの矢印で表示 

※ 複数の事業により継続的に取り組む場合については、複数の矢印で表示 
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６－３ 都市計画区域の地域整備の実現化方策 

①土地利用 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
拠点市街地

の形成 
・城下旧町一帯における街な

み環境整備に沿った都市づ

くりの推進 

・街なみ環境整備事業による修景整備事

業、道路美装化、電線地中化などの集

中的な取り組み 

   

・公共賃貸住宅供給など公的住宅などの

供給 
   住宅市街地

の形成と保

全 

・城下旧町以外の用途地域に

おける良好な住宅市街地の

形成 
・景観条例や地区計画制度の活用    

・地区計画制度の活用    集落地の環

境改善 
・密集集落地の環境整備（狭

あいな道路整備、集落広場

の整備、良質な家屋への建

て替えなど） 
・農山漁村活性化プロジェクトや漁業集

落環境整備事業など農林水産業関連施

策の活用 

   

・市民による維持活動の促進や支援    緑地の保全 ・良好な農地や山林の維持・
保全 

・開発許可制度やその他の土地利用関連

制度の活用 
   

・都市計画区域の拡大 
   産業用地の

確保 
・産業立地の受け皿としての

用地の確保 

・地区計画制度の活用    

空き地・空

き家への対

応 

・空き家への入居斡旋や空き

地の広場への利用など活用

制度の確立 

・老朽危険空き家除却事業制度の活用や

空き地・空き家情報の収集およびその

活用計画の整備 

   

都市計画区

域の見直し 
・江迎都市計画区域を含め、

現都市計画区域のあり方の

検討 
・都市計画区域の検討・協議 

   

 

②交通 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
・国道 383号、同 204号、(主)平戸田平
線（田平工区を含む）の整備改良の促

進 

   地域幹線道

路の整備 
・対象路線の危険箇所、幅員

不足、カーブなどの改良 
・歩道設置やユニバーサルデ

ザイン化 
・市道山中紐差線の重点的な改良の推進 

   

生活幹線道

路の整備 同上 ・上記以外の県道や主要な市道の整備改

良の促進 
   

生活道路の

整備 
・市街地内や集落内道路など

の幅員確保や歩道の設置、

ユニバーサルデザイン化な

ど特性に応じた整備 

・街なみ環境整備事業などの活用による

社会資本の計画的・段階的な改良 
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・バス運行システムの一層の利便性向上    公共交通の

確保 
・高齢者を始めとする市民の

日常生活行動の足の確保や

中心市街地における足の確

保 ・都市再生整備計画などによる整備    

港湾・漁港

の整備 
・港湾、漁港の機能の充実 
・個性ある水辺としての整備 

・漁港、港湾関連制度の活用 
   

 

③市街地・住環境の整備 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 

・街なみ環境整備などとその関連事業    中心市街地

の機能の高

度化 

・中心市街地の総合的整備 
・観光拠点としての整備 

・観光活性化支援事業やまちなか活性化

推進事業などのソフト事業を含む観光

関連施策の推進 

   

・空き地や空き家の効果的な活用    
密集市街地

および集落

地の保全と

改善 

・平戸市の特性に対応した市

街地や集落地の改善 
・空地の確保や緑化による延

焼防止機能の向上 
・地区計画制度の活用 

   

公営住宅の

供給 
・人口活力の回復に向けた戦

略的な公営住宅の活用 
・良質な借家の供給 

・公営住宅長寿命化計画に即した既存公

営住宅の活用や特定公共賃貸住宅、特

定優良賃貸住宅などの促進 

   

 

④自然環境の保全・景観の形成・公園緑地の整備 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
・生き活きまちづくり事業や耕作放棄地

対策事業などの活用による市民活動の

促進 

   自然環境の

保全 
・市民の自発的な農地や山林

の維持保全活動の促進 
・土地利用関連制度に基づく

保全 
・耕作放棄地や放置山林など

の有効な活用 
・農振法、森林法、自然公園法などの活

用 

   

景観の形成 ・景観計画に沿った良好な景
観の形成 
・市街地からの良好な眺望の

保全 

・景観計画制度の活用促進 

   

・地区計画制度の活用    

・まちかど公園制度など平戸市のまちづ

くり制度の活用 
   

公園緑地の

整備 
・広場の整備、維持管理など

多様な方法による確保 
・中心市街地における休憩広

場の確保 

・街なみ環境整備などの促進 
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⑤地域防災 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
・地域防災計画の充実    総合的な防

災対策の推

進 

・地域防災計画に即した予

防、緊急、復旧の各対策 
・きめ細かい防災対策 ・ハザードマップなどの作成と活用    

危険箇所の

防災対策 
・地すべり、急傾斜、高潮な

どの危険箇所の対策 ・危険箇所解消に向けた整備の推進    

防災基盤の

整備 
・災害に強い道路や情報ネッ

トワークの構築・保全 ・地域幹線道路、生活幹線道路の整備 
   

・空き地や空き家の活用    密集市街地

および集落

地の保全と

改善（再

掲） 

・平戸市の特性に対応した市

街地や集落地の改善 
・空地の確保や緑化による延

焼防止機能の向上 
・地区計画制度の活用 

   

 

⑥その他の都市施設の整備 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
下水道・

排水処理 ・浄化槽の設置促進 ・普及に向けた制度の促進    

上水道 ・安定的な水道水の確保 ・既存施設の保全    

河川・都

市下水路 
・市街地の水害防止に向けた

雨水排水対策 
・開発許可制度の活用による雨水排水対

策    
 

⑦その他の都市づくり（全市対象） 

取り組みの 
スケジュール 主要施策 概要 具体的な取り組み 

短期 中期 長期 
第一次産業

の振興 
・６次産業化や付加価値の向

上に向けた対策 
・取り組み農家や漁業者の拡大のため、

普及と支援制度の活用・拡充    

・都市再生整備計画などの推進    

観光の振興 

・中心市街地の観光拠点とし

ての整備（ネットワーク、

駐車場など） 
・ソフト面の対応（情報発

信、事業者の意識啓発等） 

・観光活性化支援事業など観光関連制度

の活用 

 
  

・情報通信利用環境整備推進事業など

国、県の施策の促進 
 

  ＩＣＴ環境

の整備と活

用 

・超高速ブロードバンド利用

環境の整備 
・平戸市の情報発信 ・観光プロモーション事業との連携    

再生可能エ

ネルギーの

普及 

・太陽光、風力やバイオマス

発電など地域特性に対応し

た再生可能エネルギーの活

用 
・施設設置の支援 
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６－４ 地域別構想の地域整備の実現化方策 

 地域別構想における地域整備の実現に向けては、地域固有の課題や整備方針に対して、総合

的・重点的に取り組むことがそれぞれの地域の活性化や暮らしやすさに寄与することが出来る

という考え方から、市民とともに都市づくりに取り組むための仕組みづくりを中心に整理しま

した。 
 

取り組みの 
スケジュール 地

域 主要施策 概要 具体的な取り組み 
短期 中期 長期 

・中心市街地の総合的整

備 
・街なみ環境整備などとその

関連事業 
   

中心市街地（城下

旧町など）の拠点

整備（再掲） ・観光拠点としての整備 

・観光活性化支援事業やまち

なか活性化推進事業などの

ソフト事業を含む観光関連

施策の推進 

   

・地区計画や景観計画の活用    

・住宅供給の公的支援    

平

戸

地

域 
丘陵地(用途地域
内)の市街地整備 

・良好な住宅市街地の形

成 
・良質な住宅の供給 
・地区を縦貫する道路の

検討 ・新規道路の検討    

中

野

地

域 

丸山公園周辺観光

レクリエーション

ゾーンの形成 

・鄭成功生家再現にあわ

せた周辺を含む総合的

な観光レクリエーショ

ンゾーン形成事業 

津

吉

地

域 

津吉中心ゾーンの

形成 

・住民が日常的に集まる

場の形成に向けて市道

津吉中央線や国道

383号などの整備 

田平港周辺整備 

・田平港からたびら平戸

口駅一帯の良好な市街

地空間形成に向けた整

備 

・市民とともに取り組む 
    整備の手順の例 
①住民とともに都市づくり方

針を検討 
    ↓ 
②優先度や取り組みやすさな

どにより事業順位を評価 
    ↓ 
③緒制度を総合的に活用した

事業実施と住民参加による

維持管理 
    ↓ 
④効果の検証や第二期事業の

取り組み 

   

・道路整備による変化を想定

した土地利用計画の策定 
   

・都市計画区域の拡大    

田

平

地

域 (主)平戸田平線(田
平工区)周辺の土

地利用対策 

・道路整備による変化を

適正に受け止めるため

の総合的対策 
・地区計画制度の活用 
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６－５ 本市の都市計画区域に関する今後の方向 

 
 本市に指定されている複数の都市計画区域に関しては、各区域の特性を踏まえて今後次の方

向について検討を進めます。 
 なお、検討に際しては、決定権者である県の担当部局と十分調整しながら進めます。 
 

○隣接する『平戸都市計画区域』と『田平都市計画区域』について、一体的に整備、開発及び保全を

行うために統合についての検討を行います。 

○『平戸都市計画区域津吉地区』について地理的には飛び地の状況にあり、また都市計画道路が廃止

されたことから区域指定の効果が少なくなったことを踏まえ、今後のありかたについての検討を行

います。 

○『江迎都市計画区域』の平戸市部分について佐世保市部分との都市的一体性、都市計画施策の連続

性と一体性、住民の意向などを踏まえて、今後の指定のあり方についての検討を行います。 

○現在の『平戸都市計画区域』と『田平都市計画区域』に隣接する区域外の地区に関して、土地利用

動向や地形等の一体性、必要性を踏まえて、区域に含めるかどうかについての検討を行います。 

 


